
 
第４回 阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

 

日時：平成 30 年 5 月 23 日（水）10 時 30 分～ 

場所：新潟市秋葉区役所６階 ６０１会議室 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開会 
 
２．議事 
 
（１）規約の改正について 
 
（２）「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画 
 
（３）減災目標を達成するための各機関の取組状況について 
  １）取組概要 
  ２）取組状況 
  ３）新たな課題や取組 
 
３．その他 
    
４．閉会挨拶 
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平成30年度水防連絡会総会 及び 第4回阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会

座 席 表 日時：平成30年5月23日（水）10:00から
会場：新潟市秋葉区役所 6階 601会議室

新発田市

五泉市

新
発
田

地
域
振
興
局

津
川
地
区

振
興
事
務
所

新
潟

地
域
振
興
局

新
津

地
域
整
備
部

東
北
電
力
㈱

会
津
若
松
支
社

新
潟

地
方
気
象
台

阿
賀
野
川

河
川
事
務
所

随

行

者

席

随 行 者 席

随 行 者 席

傍

聴

者

席

報

道

関

係

者

席

新潟市

阿賀野市

東
日
本
旅
客

鉄
道
（株
）

傍

聴

者

席

事

務

局

席

入
口



 

阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約（案） 

 

（設置） 

第１条 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条の 9 に基づく大規模氾濫減災協議会と

して、「阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

 

（目的） 

第２条 協議会では、「施設では防ぎ切れない大洪水は発生するもの」へと意識を変革し、

社会全体で洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築するため、河川管理者、県、市

町等が連携して、阿賀野川流域における洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソ

フト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。 

 

（協議会の対象河川） 

第３条 協議会は、阿賀野川、早出川、その他新井郷川圏域、阿賀野川圏域における指定

区間内の一級河川を対象とする。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調

整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第６条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

 一 洪水浸水想定区域等の現状の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれ

ぞれ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

 二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動、氾濫水の排水等による浸水被害軽減を実現

するために、各構成員がそれぞれ又は連携して実施する取組事項について協議し、共有す

る。 

資料－１ 



 三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認

する。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前にトップセミナーや堤防の共同点検

等を実施し、状況の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によって

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見な

す。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個

人情報等で公開することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しな

いものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た

後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、北陸地方整備局阿賀野川河川事務所（調査課）及び新潟県新潟地域振興局

新津地域整備部（工務課）が共同で行う。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第１１条 本規約は、平成２８年４月１２日から施行する。 

 

（改正） 

平成２９年 ６月 １日一部改正 

平成  年  月  日一部改正  



別表－１ 

 

機  関  名 代 表 者 

新 潟 市 市 長 

五 泉 市 市 長 

阿 賀 野 市 市 長 

新 発 田 市 市 長 

阿 賀 町 町 長 

東北電力（株）会津若松支社 支 社 長 

新潟県 新潟地域振興局  地域整備部長 

 〃  新発田地域振興局 地域整備部長 

 〃  新潟地域振興局  新津地域整備部 地域整備部長 

 〃  新潟地域振興局  津川地区振興事務所 所 長 

新潟地方気象台 台 長 

北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 所 長 

  

＜オブザーバー＞ 
 

 

東日本旅客鉄道（株）新潟支社  

北陸地方整備局 河川部  

 

 

 

 



別表－２ 

 

所     属 幹 事 名 

新 潟 市 危 機 対 策 課 長 

五 泉 市 総 務 課 長 

阿 賀 野 市 危 機 管 理 課 長 

新 発 田 市 地 域 安 全 課 長 

阿 賀 町 総 務 課 長 

東北電力（株）会津若松支社 会津ダム管理センター課長 

新潟県 新潟地域振興局  治 水 課 長 

 〃  新発田地域振興局 治 水 課 長 

 〃  新潟地域振興局  新津地域整備部 工 務 課 長 

 〃  新潟地域振興局  津川地区振興事務所 土 木 整 備 課 長 

新 潟 地 方 気 象 台  防 災 管 理 官  

北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 副 所 長 （ 技 ） 

  

＜オブザーバー＞ 
 

 

北陸地方整備局 河川部  

 

 



 

 

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画 

～「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方（平成 29年 1月）」等を踏まえた緊急対策～ 

 

平成 29 年 6月 20 日 

国  土  交  通  省 

 

 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による甚大な被害を踏まえ設置された「社会

資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小

委員会」の答申を踏まえ、国土交通省では「施設では防ぎきれない大洪水は発

生するもの」との考えに立ち、社会全体でこれに備えるため、ハード・ソフト

一体となった「水防災意識社会再構築ビジョン」の取り組みを国管理河川を中

心に進めてきた。 

 このような中、平成 28 年 8月、台風 10 号等の一連の台風によって、中小河

川で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済被害が発生した。 

 この災害を受け、とりまとめられた同委員会の答申を踏まえ、「水防災意識

社会」の再構築に向けた取組を中小河川も含めた全国の河川でさらに加速させ

るため、「大規模氾濫減災協議会」制度の創設をはじめとする水防法等の一部

改正を行うなどの各種取組を進めているところである。 

 今般、両答申において実施すべき対策とされた事項のうち、緊急的に実施す

べき事項について実効性をもって着実に推進するため、国土交通大臣指示に基

づき、概ね 5 年（平成 33 年度）で取り組むべき各種取組に関する方向性、具

体的な進め方や国土交通省の支援等について、国土交通省として緊急行動計画

をとりまとめた。 

今後、国土交通省としては、本計画を踏まえ、都道府県等の関係機関と緊密

に連携し、各種取組を緊急的かつ強力に推進することで、「水防災意識社会」の

一刻も早い再構築を目指す。 
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の
場

等
を

活
用

し
、

平
成

3
0
年

出
水

期
ま

で
に

、
洪

水
予

報
河

川
及

び
水

位
　

周
知

河
川

の
沿

川
市

町
村

等
と

河
川

管
理

者
に

お
い

て
、

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

を
構

築
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
毎

年
、

出
水

期
前

に
協

議
会

に
お

い
て

連
絡

体
制

を
確

認
。

実
施

す
る

施
策

・
大

規
模

氾
濫

減
災

協
  
議

会
の

設
置

※
都

道
府

県
管

理
河

川
に

つ
い

て
は

、
地

方
自

治
法

（昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２

４
５

条
の

４
第

１
項

に
基

づ
く
技

術
的

な
助

言
と

す
る

。

1
/
1
0

- 4 -



こ
れ

ま
で

の
取

組
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

）
今

後
の

進
め

方
及

び
数

値
目

標
等

・
避

難
勧

告
等

発
令

の
  
対

象
区

域
、

判
断

基
  
準

等
の

確
認

（
水

害
  
対

応
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
）

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

に
、

全
7
3
0
市

町
村

で
、

河
川

管
理

者
、

　
市

町
村

、
気

象
台

等
が

連
携

し
、

避
難

勧
告

等
の

発
令

に
　

着
目

し
た

水
害

対
応

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

を
作

成
。

・
全

国
1
5
地

域
で

、
迅

速
か

つ
効

率
的

な
防

災
行

動
の

実
施

　
を

目
指

し
、

河
川

管
理

者
、

市
町

村
、

気
象

台
等

に
加

え
、

　
様

々
な

関
係

者
（
※

1
）
に

よ
る

多
様

な
防

災
行

動
（
※

2
）
を

　
対

象
と

し
た

水
害

対
応

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

を
作

成
。

（
※
1
）
市
町
村
福
祉
部
局
、
要
配
慮
者
利
用
施
設
管
理
者
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
事
業
者
等

（
※
2
）
要
配
慮
者
の
避
難
、
鉄
道
・
電
力
・
ガ
ス
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
事
業
者
の
対
応

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
平

成
2
9
年

4
月

ま
で

に
、

1
5
府

県
1
1
7
市

町
村

で
水

害
対

応
　

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

を
作

成
。

・
平

成
2
8
年

8
月

に
都

道
府

県
に

対
し

て
「
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
（
防

　
災

行
動

計
画

）
作

成
・
活

用
指

針
（
初

版
）
」
を

通
知

。
・
平

成
2
9
年

4
月

に
都

道
府

県
に

対
し

て
「
水

害
対

応
タ

イ
ム

　
ラ

イ
ン

の
作

成
等

に
つ

い
て

」
を

通
知

。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

度
に

、
全

国
2
0
地

域
で

、
迅

速
か

つ
効

率
的

な
防

災
行

動
の

実
施

を
目

　
指

し
、

河
川

管
理

者
、

市
町

村
、

気
象

台
等

に
加

え
、

様
々

な
関

係
者

（
※

1
）
に

よ
る

　
多

様
な

防
災

行
動

（
※

2
）
を

対
象

と
し

た
水

害
対

応
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
の

取
組

を
先

行
し

　
て

検
討

す
る

と
と

も
に

、
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
て

、
そ

の
取

組
の

拡
大

を
図

る
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
平

成
2
9
年

度
中

に
、

協
議

会
の

場
等

を
活

用
し

て
、

洪
水

予
報

河
川

及
び

水
位

周
知

　
河

川
の

沿
川

等
で

対
象

と
な

る
市

町
村

を
検

討
・
調

整
し

、
平

成
3
3
年

度
ま

で
に

水
　

害
対

応
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
を

作
成

。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
毎

年
、

出
水

期
前

に
協

議
会

に
お

い
て

、
市

町
村

等
関

係
機

関
と

水
害

対
応

タ
イ

ム
　

ラ
イ

ン
を

確
認

。
・
水

害
対

応
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
を

活
用

し
て

、
河

川
管

理
者

は
洪

水
対

応
訓

練
を

実
施

し
、

　
ま

た
市

町
村

は
関

係
機

関
と

連
携

し
て

避
難

訓
練

等
を

実
施

し
て

、
明

ら
か

に
な

っ
　

た
課

題
等

を
踏

ま
え

、
避

難
勧

告
の

発
令

基
準

や
水

害
対

応
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
等

を
　

見
直

し
。

・
水

害
危

険
性

の
周

知
  
促

進

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
平

成
2
9
年

3
月

に
都

道
府

県
に

対
し

「
水

位
周

知
河

川
等

の
　

指
定

促
進

に
つ

い
て

」
を

通
知

。
・
平

成
2
9
年

3
月

に
「
地

域
の

水
害

危
険

性
の

周
知

に
関

す
る

　
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
公

表
し

、
都

道
府

県
に

通
知

。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
、

平
成

3
0
年

出
水

期
ま

で
に

、
今

後
5
年

間
で

指
定

予
定

　
の

洪
水

予
報

河
川

、
水

位
周

知
河

川
に

つ
い

て
検

討
・
調

整
を

実
施

し
て

、
「
地

域
　

の
取

組
方

針
」
に

と
り

ま
と

め
。

・
平

成
3
3
年

度
を

目
途

に
、

市
町

村
の

役
場

等
に

係
る

河
川

の
内

、
現

在
、

未
指

定
の

　
約

1
,0

0
0
河

川
に

お
い

て
簡

易
な

方
法

も
活

用
し

て
浸

水
想

定
及

び
河

川
水

位
等

の
　

情
報

を
提

供
（
水

害
危

険
性

の
周

知
）
。

（
既

に
水

位
周

知
河

川
等

に
指

定
さ

れ
て

い
　

る
約

1
,5

0
0
河

川
と

あ
わ

せ
約

2
,5

0
0
河

川
で

水
害

危
険

性
を

周
知

。
）

・
毎

年
、

協
議

会
に

お
い

て
、

水
害

危
険

性
の

周
知

の
実

施
状

況
を

確
認

。

・
IC

T
を

活
用

し
た

洪
水

  
情

報
の

提
供

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

6
月

1
5
日

ま
で

に
国

管
理

河
川

6
8
水

系
4
1
2
市

町
　

村
で

洪
水

情
報

の
プ

ッ
シ

ュ
型

配
信

を
運

用
開

始
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
2
8
年

3
月

に
「
川

の
防

災
情

報
」
を

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

し
、

　
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

版
サ

イ
ト

を
提

供
開

始
（
G

P
S
に

よ
る

現
在

　
位

置
表

示
機

能
の

追
加

、
河

川
監

視
用

カ
メ

ラ
の

ラ
イ

ブ
画

　
像

の
提

供
開

始
等

）
。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
3
2
年

度
ま

で
に

全
1
0
9
水

系
の

洪
水

予
報

指
定

河
川

で
洪

水
情

報
の

プ
ッ

シ
ュ

　
型

配
信

を
運

用
開

始
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
都

道
府

県
が

IC
T
を

活
用

し
た

洪
水

情
報

等
の

住
民

周
知

を
行

う
に

際
し

、
「
川

の
防

　
災

情
報

」
を

プ
ラ

ッ
ト

ホ
ー

ム
と

し
て

提
供

す
る

な
ど

技
術

的
な

支
援

を
実

施
。

実
施

す
る

施
策

2
/
1
0
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こ
れ

ま
で

の
取

組
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

）
今

後
の

進
め

方
及

び
数

値
目

標
等

・
隣

接
市

町
村

に
お

け
  
る

避
難

場
所

の
設

定
  
（
広

域
避

難
体

制
の

  
構

築
）
等

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
2
8
年

4
月

に
「
水

害
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

の
手

引
き

」
　

を
改

定
し

、
広

域
避

難
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

を
記

　
載

。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
各

市
町

村
に

お
い

て
、

水
害

リ
ス

ク
情

報
を

踏
ま

え
て

避
難

場
所

及
び

避
難

経
路

を
　

検
討

し
、

当
該

市
町

村
内

の
避

難
場

所
だ

け
で

避
難

者
を

収
容

で
き

な
い

場
合

等
に

　
お

い
て

は
、

協
議

会
の

場
等

を
活

用
し

て
、

隣
接

市
町

村
等

に
お

け
る

避
難

場
所

の
　

設
定

や
洪

水
時

の
連

絡
体

制
等

に
つ

い
て

検
討

・
調

整
を

実
施

。
・
ま

た
、

必
要

と
な

る
避

難
場

所
、

避
難

路
の

整
備

に
あ

た
っ

て
は

、
河

川
工

事
等

の
　

発
生

土
砂

を
有

効
活

用
す

る
な

ど
、

連
携

に
よ

る
効

率
的

な
整

備
を

実
施

。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
3
2
年

度
ま

で
に

隣
接

市
町

村
等

へ
の

広
域

避
難

体
制

を
構

築
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
国

管
理

河
川

に
お

け
る

先
行

事
例

の
周

知
な

ど
技

術
的

な
支

援
を

実
施

。

・
要

配
慮

者
利

用
施

設
  
に

お
け

る
避

難
計

画
  
の

作
成

及
び

避
難

訓
  
練

の
実

施

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
要

配
慮

者
利

用
施

設
へ

の
説

明
会

の
開

催
。

　
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

に
全

4
7
都

道
府

県
で

実
施

済
み

）
・
平

成
2
9
年

6
月

に
「
要

配
慮

者
利

用
施

設
に

係
る

避
難

確
保

　
計

画
作

成
の

手
引

き
」
を

改
訂

す
る

と
と

も
に

、
「
水

害
・

  
土

砂
災

害
に

係
る

要
配

慮
者

利
用

施
設

に
お

け
る

避
難

  
計

画
点

検
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
を

作
成

。
・
平

成
2
9
年

6
月

に
「
土

砂
災

害
警

戒
避

難
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
を

　
改

訂
す

る
と

と
も

に
、

「
避

難
確

保
計

画
作

成
の

手
引

き
」

　
（
土

砂
災

害
）
を

作
成

。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
2
9
年

度
中

に
、

内
閣

府
、

消
防

庁
、

厚
生

労
働

省
、

県
、

市
、

施
設

管
理

者
等

と
　

連
携

し
て

、
兵

庫
県

、
岡

山
県

、
岩

手
県

に
お

い
て

モ
デ

ル
施

設
を

選
定

し
、

避
難

確
　

保
計

画
を

作
成

。
と

り
ま

と
め

た
知

見
に

つ
い

て
は

、
協

議
会

等
の

場
に

お
い

て
共

　
有

。
・
平

成
3
3
年

度
ま

で
に

対
象

の
要

配
慮

者
利

用
施

設
（
浸

水
：
3
1
,2

0
8
施

設
、

土
砂

災

　
害

：
7
,3

2
5
施

設
（
重

複
含

む
）

※
）
に

お
け

る
避

難
確

保
計

画
の

作
成

・
避

難
訓

練
を

　
実

施
を

目
指

す
。

　
（
※

平
成

2
8
年

3
月

現
在

の
施

設
数

）
・
避

難
確

保
計

画
の

作
成

状
況

、
避

難
訓

練
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

は
、

毎
年

、
協

議
　

会
等

の
場

に
お

い
て

進
捗

状
況

を
確

認
。

・
平

成
2
9
年

7
月

に
「
土

砂
災

害
防

止
対

策
基

本
指

針
」
を

改
訂

予
定

。

②
平

時
か

ら
の

住
民

等
へ

の
周

知
・
教

育
・
訓

練
に

関
す

る
事

項

・
想

定
最

大
規

模
の

洪
  
水

に
係

る
浸

水
想

定
  
区

域
図

等
の

作
成

と
  
周

知

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
2
7
年

7
月

に
想

定
し

得
る

最
大

規
模

の
降

雨
に

係
る

　
基

準
を

告
示

。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

に
全

1
0
9
水

系
に

お
い

て
作

成
・
公

表
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
平

成
3
0
年

出
水

期
ま

で
に

、
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
て

、
今

後
5
年

間
で

実
施

す
る

　
想

定
最

大
規

模
の

降
雨

に
よ

る
浸

水
想

定
区

域
図

等
の

作
成

・
公

表
の

予
定

を
検

　
討

し
、

「
地

域
の

取
組

方
針

」
に

と
り

ま
と

め
、

順
次

作
成

・
公

表
。

実
施

す
る

施
策

3
/
1
0
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こ
れ

ま
で

の
取

組
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

）
今

後
の

進
め

方
及

び
数

値
目

標
等

・
水

害
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
  
プ

の
改

良
、

周
知

、
  
活

用

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
2
8
年

4
月

に
「
水

害
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

の
手

引
き

」
　

を
改

定
。

・
平

成
2
9
年

6
月

に
「
ま

る
ご

と
・
ま

ち
ご

と
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

　
実

施
の

手
引

き
」
を

改
定

。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
て

、
水

害
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
作

成
、

周
知

及
び

訓
練

等
　

へ
の

活
用

に
関

す
る

優
良

事
例

を
収

集
し

て
、

適
宜

、
「
水

害
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

　
の

手
引

き
」
を

充
実

し
、

市
町

村
に

提
供

。
・
想

定
最

大
規

模
の

洪
水

に
よ

る
浸

水
想

定
区

域
図

が
作

成
さ

れ
た

場
合

は
、

市
町

　
村

に
お

い
て

速
や

か
に

当
該

浸
水

想
定

に
基

づ
く
水

害
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

を
作

成
・

　
周

知
。

・
水

害
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
作

成
・
改

良
後

は
、

国
に

お
い

て
速

や
か

に
国

土
交

通
省

　
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
へ

登
録

し
、

住
民

等
へ

広
く
周

知
。

・
市

町
村

に
お

い
て

、
水

害
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
訓

練
等

へ
の

活
用

に
つ

い
て

検
討

し
　

た
上

で
実

施
。

・
浸

水
実

績
等

の
周

知

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
平

成
2
9
年

6
月

に
都

道
府

県
に

対
し

浸
水

実
績

等
の

把
握

・
　

周
知

の
方

法
、

留
意

点
等

に
つ

い
て

ま
と

め
た

説
明

資
料

　
を

提
供

。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
平

成
2
9
年

度
中

に
協

議
会

の
場

等
に

お
い

て
各

構
成

員
が

既
に

保
有

す
る

浸
水

実
　

績
等

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し

、
市

町
村

に
お

い
て

速
や

か
に

住
民

等
に

周
知

。

・
防

災
教

育
の

促
進

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
7
年

1
1
月

に
、

文
部

科
学

省
と

連
携

し
、

「
国

土
交

通
　

省
等

と
連

携
し

た
防

災
教

育
の

取
組

に
つ

い
て

」
、

「
防

災
・

　
河

川
環

境
教

育
の

充
実

に
係

る
取

組
の

強
化

に
つ

い
て

」
　

を
作

成
。

・
平

成
2
8
年

度
よ

り
、

教
育

関
係

者
等

と
連

携
し

て
、

継
続

的
　

に
防

災
教

育
を

実
施

す
る

学
校

（
2
8
校

）
を

決
定

し
、

指
導

　
計

画
の

作
成

等
の

支
援

を
開

始
。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

度
に

国
管

理
河

川
の

全
て

の
1
2
9
協

議
会

に
お

い
て

、
防

災
教

育
に

関
　

す
る

支
援

を
実

施
す

る
学

校
を

教
育

関
係

者
等

と
連

携
し

て
決

定
し

、
指

導
計

画
の

　
作

成
支

援
に

着
手

。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
3
0
年

度
末

ま
で

に
、

国
の

支
援

に
よ

り
作

成
し

た
指

導
計

画
を

、
協

議
会

の
関

　
連

市
町

村
に

お
け

る
全

て
の

学
校

に
共

有
。

　
（
防

災
に

関
す

る
内

容
が

強
化

さ
れ

た
新

学
習

指
導

要
領

に
基

づ
く
授

業
が

H
3
2
年

　
度

か
ら

開
始

さ
れ

る
こ

と
も

念
頭

に
実

施
）

実
施

す
る

施
策

4
/
1
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こ
れ

ま
で

の
取

組
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

）
今

後
の

進
め

方
及

び
数

値
目

標
等

・
危

機
管

理
型

水
位

  
計

、
河

川
監

視
用

  
カ

メ
ラ

の
整

備

＜
危

機
管

理
型

水
位

計
＞

【
国

管
理

河
川

】

・
平

成
2
9
年

6
月

、
革

新
的

河
川

管
理

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

（
※

1
）
で

　
開

発
中

の
危

機
管

理
型

水
位

計
（
※

2
）
に

よ
る

試
験

計
測

　
を

開
始

。

＜
河

川
監

視
用

カ
メ

ラ
＞

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
7
年

関
東

・
東

北
豪

雨
を

受
け

て
、

国
管

理
河

川
に

　
お

い
て

、
河

川
監

視
用

カ
メ

ラ
配

置
計

画
を

見
直

し
、

洪
水

　
に

対
し

て
リ

ス
ク

が
高

い
全

て
の

区
間

(※
3
) に

設
置

完
了

。

（
※
1
）
IT
、
航
空
測
量
技
術
等
の
最
新
技
術
を
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
手
法
に

　
　
　
　
よ
り
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
河
川
管
理
へ
の
実
装
化
を
図
り
、
河
川
管
理
及
び
災

　
　
　
　
害
対
応
の
高
度
化
を
図
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
※
2
）
低
コ
ス
ト
で
自
治
体
で
も
導
入
し
や
す
い
ク
ラ
ウ
ド
型
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
フ
リ
ー
水
位

　
　
　
　
計

（
※
3
）
平
成
2
8
年
1
月
時
点

＜
危

機
管

理
型

水
位

計
＞

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
国

に
お

い
て

平
成

2
9
年

度
中

に
危

機
管

理
型

水
位

観
測

規
定

等
を

作
成

。
【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

度
中

に
危

機
管

理
型

水
位

計
配

置
計

画
を

公
表

。
・
危

機
管

理
型

水
位

計
配

置
計

画
に

基
づ

い
て

、
順

次
整

備
を

実
施

。
協

議
会

の
場

　
等

を
活

用
し

て
、

配
置

状
況

を
確

認
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
て

、
危

機
管

理
型

水
位

計
配

置
計

画
を

検
討

・
調

整
し

、
　

順
次

整
備

を
実

施
。

協
議

会
の

場
等

を
活

用
し

て
、

配
置

状
況

を
確

認
。

＜
河

川
監

視
用

カ
メ

ラ
＞

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
国

に
お

い
て

河
川

監
視

用
カ

メ
ラ

画
像

の
確

実
な

提
供

体
制

を
確

保
す

る
た

め
、

設
　

置
目

的
に

応
じ

た
河

川
監

視
用

カ
メ

ラ
の

開
発

に
着

手
。

【
国

管
理

河
川

】
・
河

川
監

視
用

カ
メ

ラ
の

配
置

計
画

を
見

直
し

（
設

置
目

的
に

応
じ

た
性

能
最

適
化

・
集

　
約

化
等

）
、

順
次

整
備

を
実

施
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
て

、
河

川
監

視
用

カ
メ

ラ
配

置
計

画
を

検
討

・
調

整
し

、
順

　
次

整
備

を
実

施
。

・
決

壊
ま

で
の

時
間

を
  
少

し
で

も
引

き
延

ば
  
す

堤
防

構
造

の
工

  
夫

（
危

機
管

理
型

ハ
  
ー

ド
対

策
）

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
7
年

関
東

・
東

北
豪

雨
を

受
け

、
氾

濫
リ

ス
ク

が
高

い
　

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

当
面

の
間

、
上

下
流

バ
ラ

ン
ス

の
観

点
　

か
ら

、
堤

防
整

備
に

至
ら

な
い

区
間

な
ど

約
1
,8

0
0
km

に
つ

　
い

て
危

機
管

理
型

ハ
ー

ド
対

策
に

着
手

。
・
平

成
2
9
年

3
月

ま
で

に
約

5
4
1
km

の
対

策
を

実
施

。

【
国

管
理

河
川

】
・
整

備
箇

所
や

整
備

手
順

に
つ

い
て

、
協

議
会

で
確

認
し

、
平

成
3
2
年

度
ま

で
に

対
策

　
延

長
約

1
,8

0
0
km

を
整

備
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
実

施
箇

所
の

優
先

区
間

を
定

め
て

、
協

議
会

で
確

認
し

、
順

次
整

備
を

実
施

。

③
円

滑
か

つ
迅

速
な

避
難

に
資

す
る

施
設

等
の

整
備

に
関

す
る

事
項

実
施

す
る

施
策
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/
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こ
れ

ま
で

の
取

組
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

）
今

後
の

進
め

方
及

び
数

値
目

標
等

・
河

川
防

災
ス

テ
ー

  
シ

ョ
ン

の
整

備

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

3
月

ま
で

に
河

川
防

災
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
を

4
8
水

系
　

5
3
河

川
9
4
箇

所
整

備
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
平

成
2
9
年

3
月

ま
で

に
河

川
防

災
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
を

2
7
水

系
　

3
8
河

川
3
9
箇

所
整

備
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
て

、
河

川
防

災
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

整
備

を
進

め
る

と
と

も
　

に
、

関
係

機
関

と
情

報
を

共
有

し
市

町
村

等
の

円
滑

な
水

防
活

動
等

、
活

用
方

策
　

を
検

討
・
調

整
。

（
3
）
的

確
な

水
防

活
動

の
た

め
の

取
組

①
水

防
体

制
の

強
化

に
関

す
る

事
項

・
重

要
水

防
箇

所
の

見
  
直

し
及

び
水

防
資

機
  
材

の
確

認

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
7
年

1
0
月

に
、

各
地

方
整

備
局

へ
重

要
水

防
箇

所
の

　
点

検
・
見

直
し

な
ど

を
含

む
「
平

成
2
7
年

9
月

関
東

・
東

北
豪

　
雨

を
受

け
た

「
避

難
を

促
す

緊
急

行
動

」
の

実
施

に
つ

い
　

て
」
を

通
知

。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
毎

年
、

出
水

期
前

に
重

要
水

防
箇

所
や

水
防

資
機

材
等

に
つ

い
て

河
川

管
理

者
と

　
水

防
活

動
に

関
わ

る
関

係
者

（
水

防
活

動
に

係
る

建
設

業
者

を
含

む
）
が

共
同

し
て

　
点

検
を

実
施

。

・
水

防
に

関
す

る
広

報
  
の

充
実

（
水

防
団

確
  
保

に
係

る
取

組
）

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
毎

年
5
月

（
北

海
道

は
6
月

）
に

、
水

防
活

動
に

関
す

る
住

民
　

等
の

理
解

を
深

め
る

た
め

、
水

防
月

間
を

実
施

。
・
毎

年
2
月

、
水

防
団

員
の

意
識

啓
発

の
た

め
、

水
防

功
労

者
　

表
彰

を
実

施
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
て

、
水

防
団

員
の

募
集

、
自

主
防

災
組

織
、

企
業

等
の

参
　

画
を

促
す

た
め

の
具

体
的

な
広

報
の

進
め

方
に

つ
い

て
検

討
の

上
、

順
次

実
施

。

・
水

防
訓

練
の

充
実

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
毎

年
、

水
防

団
等

の
技

術
力

向
上

の
た

め
、

水
防

月
間

に
　

水
防

訓
練

を
実

施
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
多

様
な

関
係

機
関

、
住

民
等

の
参

加
に

よ
り

、
よ

り
実

践
的

な
水

防
訓

練
と

な
る

よ
　

う
、

訓
練

内
容

の
検

討
、

調
整

を
し

て
実

施
。

・
水

防
団

間
で

の
連

  
携

、
協

力
に

関
す

る
  
検

討
－

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
、

大
規

模
な

氾
濫

に
対

し
て

よ
り

広
域

的
、

効
率

的
な

水
　

防
活

動
が

実
施

で
き

る
よ

う
関

係
者

の
協

力
内

容
等

に
つ

い
て

検
討

・
調

整
。

実
施

す
る

施
策

6
/
1
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こ
れ

ま
で

の
取

組
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

）
今

後
の

進
め

方
及

び
数

値
目

標
等

②
市

町
村

庁
舎

や
災

害
拠

点
病

院
等

の
自

衛
水

防
の

推
進

に
関

す
る

事
項

・
市

町
村

庁
舎

や
災

害
  
拠

点
病

院
等

の
施

  
設

関
係

者
へ

の
情

  
報

伝
達

の
充

実

－

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
協

議
会

の
場

等
に

お
い

て
、

浸
水

想
定

区
域

内
の

市
町

村
庁

舎
や

災
害

拠
点

病
院

　
等

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し

、
各

施
設

管
理

者
等

に
対

す
る

洪
水

時
の

情
報

伝
達

　
体

制
・
方

法
に

つ
い

て
検

討
。

・
市

町
村

庁
舎

や
災

害
  
拠

点
病

院
等

の
機

  
能

確
保

の
た

め
の

  
対

策
の

充
実

（
耐

  
水

化
、

非
常

用
発

  
電

等
の

整
備

）

－

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
協

議
会

の
場

等
に

お
い

て
、

浸
水

想
定

区
域

内
の

市
町

村
庁

舎
や

災
害

拠
点

病
院

　
等

の
機

能
確

保
に

関
す

る
情

報
を

共
有

し
、

耐
水

化
、

非
常

用
電

源
等

の
必

要
な

対
　

策
に

つ
い

て
は

各
施

設
管

理
者

に
お

い
て

順
次

実
施

。
対

策
の

実
施

状
況

に
つ

い
　

て
は

協
議

会
で

共
有

。

（
4
）
氾

濫
水

の
排

水
、

浸
水

被
害

軽
減

に
関

す
る

取
組

－

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
協

議
会

の
場

等
を

活
用

し
て

、
水

害
リ

ス
ク

情
報

を
共

有
す

る
と

と
も

に
、

現
況

の
  
施

設
・
機

材
の

情
報

に
つ

い
て

共
有

。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
3
2
年

度
ま

で
に

、
長

期
に

わ
た

り
浸

水
が

継
続

す
る

地
域

な
ど

に
お

い
て

、
排

　
水

計
画

を
作

成
。

・
各

施
設

管
理

者
に

お
い

て
施

設
の

増
強

や
耐

水
化

等
の

対
策

を
順

次
実

施
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
国

管
理

河
川

に
お

け
る

先
行

事
例

の
周

知
な

ど
技

術
的

な
支

援
を

実
施

。

－

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
水

防
管

理
者

が
浸

水
被

害
軽

減
地

区
を

指
定

す
る

際
の

参
考

と
な

る
よ

う
、

浸
水

エ
　

リ
ア

の
拡

大
を

抑
制

す
る

効
用

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
土

地
に

係
る

情
報

（
地

形
　

デ
ー

タ
や

氾
濫

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

結
果

等
）
提

供
を

実
施

。
・
複

数
市

町
村

に
影

響
が

あ
る

と
想

定
さ

れ
る

浸
水

被
害

軽
減

地
区

の
指

定
に

つ
い

　
て

は
、

協
議

会
の

場
等

を
活

用
し

て
指

定
の

予
定

や
指

定
に

あ
た

っ
て

の
課

題
を

　
水

防
管

理
者

間
等

で
共

有
し

、
連

携
し

て
指

定
に

取
り

組
む

。

・
浸

水
被

害
軽

減
地

区
の

  
指

定実
施

す
る

施
策

・
排

水
施

設
、

排
水

資
機

  
材

の
運

用
方

法
の

改
善

  
及

び
排

水
施

設
の

整
備

  
等

7
/
1
0

- 10 -



こ
れ

ま
で

の
取

組
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

）
今

後
の

進
め

方
及

び
数

値
目

標
等

（
5
）
河

川
管

理
施

設
の

整
備

等
に

関
す

る
事

項

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
7
年

関
東

・
東

北
豪

雨
を

受
け

、
優

先
的

に
整

備
が

　
必

要
な

区
間

約
1
,2

0
0
km

の
内

、
平

成
2
9
年

3
月

末
時

点
　

で
、

1
8
4
km

実
施

。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
3
2
年

度
ま

で
に

対
策

延
長

約
1
,2

0
0
km

を
整

備
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
河

川
の

整
備

状
況

、
整

備
方

針
等

を
協

議
会

で
共

有
、

優
先

区
間

を
定

め
て

順
次

実
　

施
。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
7
年

関
東

・
東

北
豪

雨
を

受
け

、
氾

濫
リ

ス
ク

が
高

い
　

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

当
面

の
間

、
上

下
流

バ
ラ

ン
ス

の
観

点
　

か
ら

、
堤

防
整

備
に

至
ら

な
い

区
間

な
ど

約
1
,8

0
0
km

に
つ

　
い

て
危

機
管

理
型

ハ
ー

ド
対

策
に

着
手

。
・
平

成
2
9
年

3
月

ま
で

に
約

5
4
1
km

の
対

策
を

実
施

。

【
国

管
理

河
川

】
・
整

備
箇

所
や

整
備

手
順

に
つ

い
て

、
協

議
会

で
確

認
し

、
平

成
3
2
年

度
ま

で
に

対
策

　
延

長
約

1
,8

0
0
km

を
整

備
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
実

施
箇

所
の

優
先

区
間

を
定

め
て

、
協

議
会

で
確

認
し

、
順

次
整

備
を

実
施

。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
既

設
ダ

ム
の

か
さ

上
げ

や
放

流
能

力
の

増
強

等
の

施
設

改
　

良
に

よ
る

ダ
ム

再
生

を
全

国
2
0
ダ

ム
で

実
施

。

【
国

管
理

河
川

】
・
「
ダ

ム
の

柔
軟

な
運

用
」
に

つ
い

て
、

国
・
水

資
源

機
構

管
理

　
の

1
2
3
ダ

ム
で

操
作

規
則

等
の

総
点

検
を

開
始

。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
「
ダ

ム
再

生
ビ

ジ
ョ

ン
」
を

作
成

し
、

ダ
ム

再
生

の
取

組
を

よ
り

一
層

推
進

す
る

た
め

の
　

方
策

を
実

施
。

・
既

設
ダ

ム
の

か
さ

上
げ

や
放

流
能

力
の

増
強

等
を

施
設

改
良

に
よ

る
ダ

ム
再

生
を

　
実

施
。

【
国

管
理

河
川

】
・
「
ダ

ム
の

柔
軟

な
運

用
」
に

つ
い

て
、

国
・
水

資
源

機
構

管
理

ダ
ム

に
お

い
て

、
操

作
　

規
則

等
の

総
点

検
を

平
成

2
9
年

度
中

に
実

施
し

、
結

果
を

踏
ま

え
て

関
係

機
関

と
調

　
整

を
行

い
、

運
用

を
見

直
し

。
・
水

系
ご

と
の

治
水

上
・
利

水
上

の
課

題
の

検
討

や
、

ダ
ム

の
施

設
改

良
の

候
補

箇
所

　
の

全
国

的
な

調
査

、
具

体
的

な
箇

所
で

の
ダ

ム
施

設
改

良
の

実
施

に
向

け
た

諸
元

　
等

の
検

討
を

行
う

な
ど

、
施

設
改

良
に

よ
る

ダ
ム

再
生

を
推

進
す

る
調

査
を

推
進

。
・
ダ

ム
の

洪
水

調
節

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

る
た

め
、

流
下

能
力

の
不

足
に

よ
り

ダ
　

ム
か

ら
の

放
流

の
制

約
と

な
っ

て
い

る
区

間
の

河
川

改
修

を
推

進
。

・
決

壊
ま

で
の

時
間

を
  
少

し
で

も
引

き
延

ば
す

  
堤

防
構

造
の

工
夫

  
（
危

機
管

理
型

ハ
ー

ド
  
対

策
）

実
施

す
る

施
策

・
ダ

ム
再

生
の

推
進

・
堤

防
等

河
川

管
理

施
設

  
の

整
備

（
洪

水
氾

濫
を

  
未

然
に

防
ぐ

対
策

）
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こ
れ

ま
で

の
取

組
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

）
今

後
の

進
め

方
及

び
数

値
目

標
等

＜
操

作
が

不
用

な
樋

門
等

の
導

入
＞

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

3
月

に
「
樋

門
・
樋

管
ゲ

ー
ト

形
式

検
討

の
手

引
　

き
」
（
案

）
を

作
成

。

＜
樋

門
や

水
門

等
の

無
動

力
化

・
遠

隔
操

作
化

等
の

推
進

＞
【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

度
内

に
フ

ラ
ッ

プ
化

等
の

無
動

力
化

を
優

先
的

に
整

備
す

る
対

象
施

設
を

　
抽

出
し

、
順

次
整

備
を

実
施

。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
国

と
都

道
府

県
が

参
加

す
る

技
術

研
究

会
等

に
お

い
て

、
国

の
無

動
力

化
の

取
組

　
に

つ
い

て
情

報
提

供
し

、
都

道
府

県
河

川
に

お
け

る
無

動
力

化
の

推
進

に
資

す
る

　
技

術
的

助
言

を
実

施
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
2
9
年

度
内

に
津

波
浸

水
リ

ス
ク

の
高

い
地

域
等

に
お

い
て

、
水

門
等

の
自

動
化

　
・
遠

隔
操

作
化

を
優

先
的

に
整

備
す

る
対

象
施

設
を

抽
出

し
、

順
次

整
備

を
実

施
。

＜
確

実
な

施
設

の
運

用
体

制
確

保
＞

【
国

管
理

河
川

】
・
市

町
村

以
外

で
操

作
委

託
が

可
能

な
団

体
に

つ
い

て
検

討
を

実
施

。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

4
月

、
河

川
管

理
及

び
災

害
対

応
の

高
度

化
に

　
向

け
た

革
新

的
河

川
管

理
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
（
※

1
）
で

開
発

中

　
の

陸
上

・
水

中
ド

ロ
ー

ン
（
※

2
）
お

よ
び

全
天

候
型

ド
ロ

ー

  
ン

（
※

3
）
に

よ
る

試
験

飛
行

・
試

験
計

測
を

開
始

。

（
※
1
）
IT
、
航
空
測
量
技
術
等
の
最
新
技
術
を
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
手
法
に

　
　
　
　
よ
り
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
河
川
管
理
へ
の
実
装
化
を
図
り
、
河
川
管
理
及
び
災

　
　
　
　
害
対
応
の
高
度
化
を
図
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
※
2
）
陸
上
・
水
中
を
上
空
か
ら
レ
ー
ザ
ー
で
測
量
す
る
ド
ロ
ー
ン

（
※
3
）
降
雨
・
強
風
時
で
も
飛
行
し
、
情
報
を
収
集
す
る
ド
ロ
ー
ン

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
9
年

度
中

に
、

河
川

堤
防

や
河

床
の

形
状

を
面

的
に

計
測

し
河

川
管

理
の

高
　

度
化

を
図

る
陸

上
・
水

中
ド

ロ
ー

ン
と

、
降

雨
・
強

風
時

で
も

飛
行

し
災

害
発

生
現

場
　

等
の

映
像

等
を

迅
速

に
収

集
す

る
全

天
候

型
ド

ロ
ー

ン
を

開
発

し
、

平
成

3
0
年

か
ら

　
開

発
し

た
ド

ロ
ー

ン
を

順
次

配
備

予
定

。

【
都

道
府

県
河

川
】

・
開

発
し

た
ド

ロ
ー

ン
に

つ
い

て
平

成
2
9
年

度
内

に
国

か
ら

都
道

府
県

へ
情

報
提

供
。

（
6
）
減

災
・
防

災
に

関
す

る
国

の
支

援

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
平

成
2
9
年

度
よ

り
防

災
・
安

全
交

付
金

の
制

度
を

拡
充

。
　

（
ハ

ー
ド

対
策

を
実

施
し

て
い

る
河

川
の

沿
川

に
お

け
る

ソ
　

フ
ト

対
策

だ
け

で
な

く
、

流
域

内
で

実
施

す
る

ソ
フ

ト
対

策
に

　
つ

い
て

も
新

た
に

防
災

・
安

全
交

付
金

の
対

象
）

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
防

災
・
安

全
交

付
金

に
よ

り
、

水
防

災
意

識
社

会
再

構
築

の
取

組
を

支
援

。

・
樋

門
・
樋

管
等

の
施

設
  
の

確
実

な
運

用
体

制
の

  
確

保

・
河

川
管

理
の

高
度

化
の

  
検

討

・
水

防
災

社
会

再
構

築
に

  
係

る
地

方
公

共
団

体
へ

  
の

財
政

的
支

援

実
施

す
る

施
策
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こ
れ

ま
で

の
取

組
（
平

成
2
9
年

6
月

ま
で

）
今

後
の

進
め

方
及

び
数

値
目

標
等

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
ダ

ム
の

再
開

発
や

災
害

復
旧

事
業

等
の

う
ち

、
高

度
な

技
　

術
力

等
が

必
要

な
工

事
に

つ
い

て
、

都
道

府
県

か
ら

要
請

　
が

あ
っ

た
場

合
に

国
・
水

資
源

機
構

が
代

行
す

る
制

度
を

　
創

設
。

【
都

道
府

県
管

理
河

川
】

・
ダ

ム
の

再
開

発
や

災
害

復
旧

事
業

等
の

う
ち

、
高

度
な

技
術

力
等

が
必

要
な

工
事

　
に

つ
い

て
、

都
道

府
県

か
ら

要
請

が
あ

っ
た

場
合

に
国

・
水

資
源

機
構

が
代

行
し

て
　

実
施

。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
浸

水
ナ

ビ
、

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

等
に

よ
り

、
　

浸
水

想
定

区
域

等
の

水
害

リ
ス

ク
情

報
を

公
表

。

【
国

管
理

河
川

】
・
立

地
適

正
化

計
画

の
作

成
を

検
討

し
て

い
る

市
町

村
の

ま
　

ち
づ

く
り

部
局

に
対

し
、

直
接

水
害

リ
ス

ク
情

報
を

説
明

。
・
不

動
産

関
連

事
業

者
に

対
し

、
水

害
リ

ス
ク

情
報

等
に

　
係

る
施

策
の

最
新

情
報

を
説

明
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
2
9
年

度
中

に
浸

水
想

定
区

域
内

の
全

て
の

市
町

村
の

ま
ち

づ
く
り

担
当

部
局

  
等

に
対

し
、

水
害

リ
ス

ク
情

報
を

提
供

。
・
国

に
お

い
て

、
災

害
危

険
区

域
を

適
切

に
指

定
促

進
す

る
た

め
、

関
係

部
局

と
連

携
　

し
て

平
成

2
9
年

度
中

を
目

途
に

災
害

危
険

区
域

指
定

に
係

る
事

例
集

を
作

成
し

地
　

方
公

共
団

体
へ

周
知

。
・
不

動
産

関
連

事
業

者
に

対
し

、
引

き
続

き
、

研
修

会
等

で
水

害
リ

ス
ク

情
報

等
　

に
係

る
施

策
の

最
新

情
報

を
説

明
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
大

規
模

地
震

や
大

規
模

水
害

に
対

し
T
E
C

-
F
O

R
C

E
を

派
　

遣
し

、
排

水
ポ

ン
プ

車
に

よ
る

緊
急

排
水

、
被

災
状

況
調

査
　

等
の

被
災

地
支

援
を

実
施

。
・
国

土
交

通
大

学
校

、
地

方
整

備
局

が
実

施
す

る
研

修
等

に
　

お
け

る
地

方
公

共
団

体
職

員
受

け
入

れ
枠

を
拡

大
。

・
国

、
都

道
府

県
等

の
関

係
者

が
一

体
と

な
っ

た
実

動
訓

練
　

等
を

実
施

。
(平

成
2
8
年

実
績

1
8
回

)
・
平

成
2
9
年

4
月

に
、

「
災

害
復

旧
・
改

良
復

旧
事

業
に

お
け

　
る

IC
T
の

活
用

に
つ

い
て

（
事

例
集

）
」
及

び
　

「
T
E
C

-
F
O

R
C

E
に

よ
る

被
災

状
況

調
査

に
お

け
る

IC
T
の

　
活

用
促

進
と

最
近

の
活

用
事

例
」
等

を
作

成
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
3
0
年

度
ま

で
に

災
害

対
応

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

技
術

移
転

す
る

た
め

、
初

動
対

応
か

　
ら

復
旧

に
至

る
ま

で
総

合
的

に
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
で

き
る

人
材

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

作
成

　
し

、
こ

れ
に

基
づ

き
研

修
・
訓

練
等

を
全

地
方

整
備

局
等

で
実

施
。

・
国

に
よ

る
地

方
公

共
団

体
等

へ
の

支
援

充
実

に
加

え
、

地
方

公
共

団
体

間
の

相
互

　
支

援
を

促
し

、
災

害
対

応
力

の
向

上
を

図
る

た
め

、
災

害
発

生
時

に
各

地
方

整
備

局
　

等
か

ら
被

災
状

況
や

T
E
C

-
F
O

R
C

E
に

よ
る

支
援

活
動

を
被

災
地

以
外

の
地

方
公

　
共

団
体

に
も

情
報

提
供

を
充

実
。

【
国

管
理

河
川

】
・
平

成
2
7
年

9
月

か
ら

、
D

iM
A

P
S
（
統

合
災

害
情

報
シ

ス
テ

　
ム

）
の

運
用

を
開

始
。

【
国

・
都

道
府

県
管

理
河

川
共

通
】

・
平

成
2
9
年

度
中

に
、

D
iM

A
P

S
の

利
用

促
進

に
向

け
、

全
都

道
府

県
に

対
す

る
説

明
　

を
実

施
し

、
都

道
府

県
と

災
害

情
報

共
有

を
強

化
。

・
適

切
な

土
地

利
用

の
  
促

進実
施

す
る

施
策

・
災

害
時

及
び

災
害

復
旧

  
に

対
す

る
支

援

そ
の

他
、

『
大

規
模

氾
濫

に
対

す
る

減
災

の
た

め
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
つ

い
て

～
社

会
意

識
の

変
革

に
よ

る
「
水

防
災

意
識

社
会

」
の

再
構

築
に

向
け

て
～

』
（
平

成
2
7
年

1
2
月

、
社

会
資

本
整

備
審

議
会

答
申

）
及

び
『
中

小
河

川
等

に
お

け
る

水
防

災
意

識
社

会
の

再
構

築
の

あ
り

方
に

つ
い

て
』
（
平

成
2
9
年

1
月

、
社

会
資

本
整

備
審

議
会

答
申

）
を

受
け

、
進

め
て

い
る

調
査

研
究

等
の

取
組

（
「
堤

防
の

連
続

的
な

高
さ

に
つ

い
て

の
調

査
の

実
施

」
、

「
水

防
活

動
の

効
率

性
の

向
上

」
、

「
リ

ア
ル

タ
イ

ム
で

浸
水

区
域

を
把

握
す

る
技

術
の

開
発

」
、

「
中

小
河

川
に

お
け

る
洪

水
予

測
技

術
の

開
発

」
、

「
ダ

ム
へ

の
流

入
量

の
予

測
精

度
の

向
上

」
、

「
水

害
リ

ス
ク

の
把

握
に

関
す

る
調

査
研

究
」
、

「
流

木
や

土
砂

の
影

響
へ

の
対

策
」
、

及
び

「
近

年
の

降
雨

状
況

の
計

画
へ

の
適

切
な

反
映

」
）
に

つ
い

て
は

、
長

期
的

な
視

点
や

最
新

の
知

見
等

を
踏

ま
え

、
継

続
的

に
進

め
て

い
く
こ

と
と

し
て

い
る

。

・
災

害
情

報
の

地
方

公
共

  
団

体
と

の
共

有
体

制
強

  
化

・
代

行
制

度
に

よ
る

都
道

  
府

県
に

対
す

る
技

術
支

  
援

1
0
/
1
0
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減災目標を達成するための各機関の取組状況について

1）取組概要

資料－3-1



ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策
○河道掘削、侵食対策、浸透対策
・北陸地方整備局：下里地区河道掘工事中、大迎地区浸透対策完了【H28年度】
・新潟県：本川は阿賀野川助成事業の白崎地区（護岸工事）護岸工事完了
支川新井郷川その他地区で工事中【H29.12現在】

■危機管理型ハード対策（天端保護）
○堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強
・北陸地方整備局：小松地区工事完了【H28.12現在】
・新潟県：対象区間検討中、一部実施済【H29.12現在】

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
○新技術を活用した水防資機材の検討及び配備
・北陸地方整備局、新潟県、新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町、東北電力（株）

：H29年度出水期前に水防資機材の配備状況を確認。

○円滑な避難活動や水防活動を支援するため、CCTVカメラ、簡易水位計等の設置
・北陸地方整備局：危険箇所への簡易水位計設置に向けて検討中【H29.12現在】
・新潟県：仙見川水系に新設雨量局の設計中（新津）、柴倉川水系に雨量局の新設（津川）
その他地区で検討中【H29.12現在】

平成29年度：減災目標を達成するための取り組み概要
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平成29年度：減災目標を達成するための取り組み概要

ソフト対策①：円滑かつ迅速な避難行動のための取組

■情報伝達、避難計画等に関する事項
○川の防災情報システムの改良・スマートフォンを活用した情報発信
・北陸地方整備局：H28.3よりスマートフォン向け機能を追加し、運用開始。HPにて公表済み。
・新潟県：平成29年出水期までにスマートフォン向け画面を公開（河管）【H29.4】

○防災アプリ・ラジオ・メールの更なる普及のための周知・広報
・新潟市：「にいがた防災アプリ」と「緊急告知FMラジオの購入費助成制度」について、防災フェスタ、

市報掲載などにより周知・広報を実施。
・阿賀野市、五泉市：緊急速報メールについての広報を実施。

○自主防災組織の育成・強化
・阿賀野市：防災塾（防災講座）の開催など、自主防災組織の育成・強化を実施。

○気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善
・新潟地方気象台：「危険度の色分け表示」、「警報級の可能性」、「危険度分布（メッシュ情報）」の

提供開始【H29.7.7】

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組
○自治会や地域住民が参加した洪水に対するリスクの高い箇所の共同点検の実施
・北陸地方整備局、新潟県、新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町：H29年5月共同で実施

○効果的な「水防災意識社会」の再構築に役立つ広報や資料を作成・配布
・北陸地方整備局、新潟県、新潟地方気象台、新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町：水防災関連の
パンフレットの作成や、配布・説明を実施

2



ソフト対策②：洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の
確保のための水防活動等の取組

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組
○水防団等への連絡体制の確認と首長も参加した実践的な情報伝達訓練の実施
・北陸地方整備局、新潟県、新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町：水防連絡会にて連絡体制を確認【H29.6.1】
・東北電力（株）：「阿賀野川洪水対策連絡協議会」の中で連絡体制を確認【H29.5.24】

○毎年、関係機関が連携した水防実働訓練等を実施
・北陸地方整備局、新潟県、新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町、東北電力（株）
：水防訓練、災害対策車両の訓練などを実施【H29.5～H29.11】

○水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進
・阿賀野市、五泉市、阿賀町：広報誌やホームページによる団員の募集を実施。

○国、県、自治体職員等を対象に、水防技術講習会を実施
・北陸地方整備局、新潟県、新潟市：職員が水防技術講習会に参加。

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組
○要配慮者利用施設による避難確保計画の作成に向けた支援を実施
・新潟県：要配慮者利用施設向け啓発チラシを作成・配布

要配慮者利用施設管理者へ説明会を実施【H29.12現在】
・新潟市：役割等について調整中。対象施設をＬ２に照らし合わせ抽出中。
・阿賀野市：ハザードマップ作成に併せて避難計画見直しの整理中。相談を受けた施設には対応済。

平成29年度：減災目標を達成するための取り組み概要
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ソフト対策③：社会経済活動を取り戻すための排水活動及び
施設運用の強化

■救援・救助活動の効率化に関する取組
○大規模災害時の救援・救助活動等支援のための拠点等配置計画の検討を実施
・新潟市：ハザードマップの改良に向けた検討を実施するため、来年度予算の要求をしている。

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施
○大規模水害を想定した阿賀野川排水計画（案）の検討を実施
・北陸地方整備局：L1・R1ブロックの排水計画(案)の検討を実施
・阿賀野市：古川排水対策訓練の結果を踏まえ、樋門付近へ排水ポンプ設置の方向で検討中。

○排水ポンプ車の出動要請の連絡体制等を整備
・北陸地方整備局、新潟県、阿賀野市：古川樋門で災害対策車両の訓練を実施【H29.11.10】
・五泉市：排水ポンプ車出動要請の連絡体制の整備、排水ポンプ車配備訓練の実施【H29.6】
・阿賀町：新潟県作成の平成２９年度版災害対応マニュアルで確認した。

平成29年度：減災目標を達成するための取り組み概要
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減災目標を達成するための各機関の取組状況について

2）取組状況

資料－3‐2



■日 時 ： 平成２９年５月２３日（火） 胡桃山出張所管内 ９：００～１２：００

満願寺出張所管内 １３：００～１６：００

■参加機関 ： 阿賀野川河川事務所、新潟県（新潟地域振興局地域整備部、新発田地域振興局地域

整備部、新潟地域振興局新津地域整備部、新潟地域振興局津川地区振興事務所）、

新潟市、五泉市、阿賀野市、阿賀町、東北電力（株）会津若松支社、

沿川の自治会（新潟市北区、東区、江南区、秋葉区）

■点検箇所 ： 阿賀野川河口から五泉市馬下地先までの国土交通省管理区間

・胡桃山出張所管内 ： 河口～１５．７ｋ 左右岸

・満願寺出張所管内 ： １５．７ｋ～２４．６ｋ 左右岸

阿賀野川河川事務所では、本格的な梅雨期に向けて、また「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく

取り組みの一環として、関係機関及び沿川自治会の参加による、重要水防箇所（洪水時に危険な箇所）

の把握及び確認、並びに水防倉庫の位置、備蓄資材の確認を行いました。

※ ｋｐ表記は 河口からの距離（ｋｍ）

新潟市北区松浜地先
（右岸0.6ｋ）

中新田災害対策機械等格納庫
（国土交通省管理）

阿賀野市下里地先
（右岸18.2ｋ）

江口水防倉庫
（新潟市管理）

カテゴリ 自治体関係機関や水防団が参加した洪水に対するリスクの高い箇所の合同巡視の実施

内 容 重要水防箇所の合同巡視

実施主体 国土交通省阿賀野川河川事務所,新潟県,新潟市,五泉市,阿賀野市,阿賀町,東北電力（株）会津若松支社,沿川自治会

（様式2‐取組概要） 様式作成機関：阿賀野川河川事務所
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➢場所：阿賀野川右岸20.6km 古川樋⾨付近
➢⽇時：平成29年11⽉10⽇（⾦）10:00〜11:00
➢訓練役割分担：
国（阿賀野川管理者）：ポンプ⾞による排⽔・照明
新潟県（古川管理者）：交通誘導、予告・誘導看板設置
阿賀野市（兼⽤道路管理者）：交通規制⼿続き、地元周
知

訓練状況

■設営機械
排⽔ポンプ⾞（30m3/min）１台
照明⾞（2kw×6灯 2柱式）１台
ホースブリッジ（９ｍ） ２組

出水時の内水被害状況（H29.7.4）

・県、市と連携した内⽔排除訓練を実施
・本番と同様に兼⽤道路を通⾏規制し、堤防を乗り越
して排⽔

阿賀野市粕島地先（古川樋⾨）

➢参加者（計６８名）
阿賀野市
新潟県（新発⽥地域整備部、新発⽥農地部）
地元住⺠
阿賀野川河川事務所
排⽔ポンプ⾞設営業者

カテゴリ 排水ポンプ車の出動要請の連絡体制等を整備

内 容 出水時連絡体制の確認・整備

実施主体 国土交通省阿賀野川河川事務所

（様式2‐取組概要） 様式作成機関：阿賀野川河川事務所
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○ 浸水深や避難所等に関する情報を生活空間である「まちなか」に表示する「まるごとまちごとハザードマップ」の取組み。
○ 避難対応の必要性が高い阿賀野市下里地区をモデル地区とし、事前計画段階から活用にいたるまで、地域住民、阿賀野市、阿賀野川

河川事務所（河川管理者）が連携・協力して実施 （平成２９年３月設置）

新たに公表した想定最大規模洪水
における浸水想定等を自治会役員
に説明（阿賀野川河川事務所）

住民が、水害等災害発生時の自

助・共助の重要性の再確認を目的
とした｢防災塾｣を開催（阿賀野市)

阿賀野川河川事務所 阿賀野市
●日常時から水防災への意識を高める
●浸水深・避難所等の知識の普及・浸透等

発災時には命を守るための住民の主体的な
避難行動を促す被害を最小限にとどめる

阿賀野市 阿賀野川河川事務所

下里地区
（自治会）

住民

●設置場所の選定
●標識設置

●浸水想定等の収集・分析
●標識デザイン製作
●標識製作

●現地調査

●対象エリア選定
●電柱所有者等協議
●標識の管理

●表示内容等の選定
●標識設置

●住民への説明

カテゴリ まるごとまちごとハザードマップを整備

内 容 阿賀野市（下里地区）「まるごとまちごとハザードマップ」設置

実施主体 国土交通省阿賀野川河川事務所

（様式2‐取組概要） 様式作成機関：阿賀野川河川事務所

看板設置状況（下里地区住民）
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様式作成機関：新潟県

【実施内容】河川の特性を理解して派川新井郷川分水路に水位計設置を検討

派川新井郷川分水路は、阿賀野川と新井郷川分水路に挟まれており、両河川の水位上昇時には、各水門と閘

門で閉鎖され、当該河川への河川水の流入及び流出が止められる。

一方で、流域内の降水による水位上昇で越水の恐れがあるため、現在は閉鎖内河川の水位の状況をカメラで

把握し、県では閘門の操作等で越水させないようしている。（閉鎖された河川内には、水位計がなく管理者に

よるカメラによる状況把握のみ）

このことから、河川状況把握による避難活動や水防活動への支援として、危機管理型水位計の設置を検討中。

（予算要求予定）

カテゴリ 円滑な避難活動や水防活動を支援するため、CCTVカメラ、簡易水位計や量水標等の設置

内 容 危機管理型水位計の設置を検討

実施主体 新潟県新潟地域振興局地域整備部

河川水位上昇時の堤内地湧水閉鎖時の河川状況 堤内地の湧水状況

（様式2‐取組概要）
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様式作成機関：新潟県
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様式作成機関：新潟地方気象台（様式2‐取組概要）
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様式作成機関：新潟地方気象台（様式2‐取組概要）
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様式作成機関：新潟地方気象台（様式2‐取組概要）
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様式作成機関：新潟市

9



写 真 写 真

市内の小学校６年生に対して、水害教育を含む「防災ガイドブック」を配付した。

【概要】

・時 期：平成２９年６月

・対象者：市内の小学校６年生（７１９名）

カテゴリ ②小中学校等における水災害教育を実施

内 容 出前講座（水害教育）の実施

実施主体 阿賀野市

「大雨時の危険に関する問題」ページ「防災ハンドブック」表紙

（様式2‐取組概要） 様式作成機関：阿賀野市
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五泉市では、出水期前に河川の水位上昇を想定した全職員対象の訓練を実施しました。

○緊急参集訓練

登録式メール（五泉あんしんメール）を活用し、全職員が緊急参集の可否及び参集までの時間

の報告を行う。

○災害警戒本部設置訓練

河川水位上昇の想定で、警戒本部各部の対応を確認。（被害状況調査、排水機場の対応、避難

所設置、要配慮者対応等）

実施日 平成29年6月8日

カテゴリ 水防団等への連絡体制の確認と首長も参加した実践的な情報伝達訓練

内 容 全職員を対象とした緊急参集訓練、災害警戒本部設置訓練

実施主体 五泉市

災害警戒本部設置訓練（五泉市役所）

（様式2‐取組概要）

五泉あんしんメール被害調査班訓練（五泉市役所）

様式作成機関：五泉市
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五泉市では、自主防災組織の設立支援や防災活動の支援等を目的に各町内会及び事業所におい

て出前講座を実施しました。

【実施概要】

・実施数：１２回

・参加者：約２２０名が参加

・内 容：自主防災組織設立に向けた支援及び活動支援

各事業所における防災学習等（県及び砂防ボランティア協会からの協力）

＜参考Ｈ29年度＞新規設立した自主防災組織 ８組織・４８７世帯

カテゴリ 出前講座等を活用し、水防災等に関する説明会を開催

内 容 説明会・見学会の実施

実施主体 五泉市

防災出前講座（市内介護施設）防災出前講座（三本木第１町内会）

（様式2‐取組概要） 様式作成機関：五泉市
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五泉市では、水防法及び土砂災害防止法が改正されたことに伴い、新たなハザードマップを

作成（更新）し、市内全世帯へ配布しました。

【実施概要】

・対象河川：信濃川水系 能代川、荻曽根川、滝谷川、牧川

阿賀野川水系 阿賀野川、早出川

・主な変更点：想定最大規模降雨による浸水想定区域を表示

土砂災害警戒区域、特別警戒区域を表示

上記変更点に加え、防災学習ページの充実を図り防災啓発を行った。

カテゴリ 広域的な避難計画等を反映した新たな洪水ハザードマップの策定・周知

内 容 洪水ハザードマップの改良・周知

実施主体 五泉市

五泉市内マップ面五泉市災害ハザードマップ表紙 防災学習ページ

（様式2‐取組概要） 様式作成機関：五泉市
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写 真 写 真

羽越水害から半世紀が経過し、当時の災害状況や水災害等に対する心構えなどを学習した。

【実施概要】

・日 時：平成29年7月14日（金）10時～12時

・参加者：三川小学校全校児童107名、地域住民20名ほど

・内 容：①羽越水害パネル展示（羽越水害復興50年記念事業実行委員会）

②実写映像の視聴「集中豪雨8.28水害の記録」

③降雨体験（国土交通省北陸地方整備局 雨ニティー号）

④関係者へのインタビュー

降雨体験 雨ニティー号パネルを興味深く見ている子供たち

（様式2‐取組概要）

カ テ ゴ リ 小中学校等における水災害教育を実施

内 容 阿賀町立三川小学校で防災学習会

実施主体 阿賀町

様式作成機関：阿賀町
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写 真 写 真 写 真

東北電力㈱と各関係団体は，阿賀野川における公衆災害防止を図るため，出水時における通知

通報の方法および連絡体制等について，意見交換を行い，公衆の安全確保に資するため，洪水対

策連絡協議会を開催しました。

【実施概要】

・日 時：平成２９年５月２４日(水)１１：００～１１：５０

・参加者：阿賀野川河川事務所,福島県,新潟県,阿賀野川沿川５自治体,各警察署他,東北電力

・内 容：①ダム管理全般

②阿賀野川水系ダム群の運用について(連絡体制の確認含む)

③阿賀野川水系ダム情報（当社ＨＰ）について(「川の防災情報」HPの見方等も合せて説明)

カテゴリ 平成２９年度阿賀野川洪水対策連絡協議会を開催

内 容 出水時における通知通報，連絡体制等に関する意見交換

実施主体 東北電力㈱ 会津若松支社

来賓挨拶(阿賀野川河川事務所)主催者側挨拶(東北電力㈱会津若松支社) 来賓挨拶(阿賀町)

（様式2‐取組概要） 様式作成機関：東北電力株式会社
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減災目標を達成するための取組状況

3）新たな課題や取組

資料－3‐3



◆自由意見（取組を進める中での課題や取組の提案など）

・浸水想定区域が広範囲にわたり、対象世帯も多いことから、災害リスクの周知徹底に工夫が必要

・最大想定では、周辺に緊急避難場所となる場所が無い地区もあり、避難時の自主防災組織、自治会の
共助活動の啓発に苦慮している。

・防災塾（防災講座）などでは、地域住民からＪＲ羽越本線橋梁の改修についての質問が必ず出ることか
ら、進捗状況等の情報提供を定期的にいただきたい。

（様式3‐新たな課題や取組） 様式作成機関：阿賀野市
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◆自由意見（取組を進める中での課題や取組の提案など）

・阿賀野川堤防整備に伴い樋門箇所が従前の２０箇所から３１箇所となった。洪水時は地元消防団や
行政区で開閉操作をしているが消防団員不足や高齢化など、洪水時の開閉操作に困難を来す恐れ
がある。また、本年度は洪水が多く発生したことで開閉操作を多い箇所では２回実施した。これらの開
閉操作をした樋門をはじめ、周辺の住宅に影響のある場所ではあらかじめ内水排水対策を講じる必
要があり、地元土建業者（建設業協会と災害協定の締結済）に排水ポンプ作業を依頼しており、１箇
所あたり、十数万円の委託料を支払っている。これらは財政的にも負担が大きく、町財政を圧迫して
いる状況である。内水が発生し、かつ周囲の住宅に影響のある樋門は恒久的な排水対策として、例
えば常設型排水ポンプの設置検討など何かしら対策が必要である。また、樋門箇所数が多く洪水の
状況によっては地元業者の対応困難も想定されることから、今後の内水対策の在り方が課題となって
いる。これららは住民が安心、安全に生活ができるようにするための対策であり、住民避難などのソフト
対策を進めるうえでも重要である。

・樋門の水位標示（数値のみ）に消防団などが苦慮している。例えば、県が設置している水位計のよう
な色表示をすることで、例えば、この色まで来たら高齢者の避難タイミング（避難判断）だとか、何をし
なければならないが分かるようにする必要がある。

・新潟県が阿賀野川（小松頭首工から県境までの間）及び常浪川の２河川の想定最大浸水区域図を
公表後に、阿賀町ではＬ ２対応の洪水ハザードマップを策定する計画でありますが、引き続き財源確

保したうえで年次計画で実施したい。また、それ以外の河川についても県と協議しながら対策を検討
する必要がある。

（様式3‐新たな課題や取組）
様式作成機関：阿賀町
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減災目標を達成するための各機関の取組状況について

4）その他

資料－3‐4



【機密性２】大規模災害時の救援・救助活動等支援のための拠点等配置計画（案）の検討

・大規模災害が発生した場合、全国から救助部隊や食糧、生活必需品などの救援物資が集まり速やかに受け入れることが、迅速な救援活
動や被害の拡大防止につながる。
・このため、大規模災害時に、必要となる救助部隊の集結場所や救援物資の集配場所となる拠点等配置計画（案）を検討。

具体的機能 機能の概要

対策本部機能 被災地の情報収集・集約、関係各機関との連絡調整、応急復旧活動の指揮、支援等を行うことができる本部機能

活動拠点機能 広域支援部隊（警察、消防、自衛隊等）や救護班等の一時終結機能及び終結した後に派遣先を調整・決定・連絡等を行うことができるベースキャンプ機能

備蓄機能 被災地域外からの救援物資は輸送されるまでの間の要員用又は被災者用の水、食糧、医薬品、応急復旧用資機材等の備蓄機能

物流拠点機能 被災地域外から被災地域内への救援物資の中継輸送、集積、荷さばき、分配等を行う機能

避難支援機能 避難施設として避難者の収容を行うほか、地域に設置される小規模な避難所の支援を行う機能

空輸・水上輸送拠点機能 ヘリポート等による物資空輸拠点機能、港湾・河川等を用いた水上輸送の拠点機能

●広域防災拠点施設に必要とされる機能

上記の機能と合わせ、以下の観点より広域防災拠点候補施設を抽出した。

①避難者の避難生活との干渉を防ぐため、避難所に指定されていない施設
②緊急輸送路から搬入・搬出可能な（出入口が緊急輸送路沿いにある）施設
③河川からの距離が10km以内にする施設

●抽出した広域防災拠点候補施設
施設名 所在地 左右岸 総面積（m2） 屋内 屋外

東京学館新潟高等学校 新潟市中央区 左岸 39,379

新潟アサヒアレックスアイスアリーナ 新潟市中央区 左岸 77,400

新潟市産業振興センター駐車場 新潟市中央区 左岸 11,330

新津東部運動広場 新潟市秋葉区 左岸 49,180 49,180

道の駅花夢里にいつ 新潟市秋葉区 左岸 19,295 4,535 14,760

よこごし公園 新潟市江南区 左岸 49,274

新潟ＰＡ上り、下り 新潟市江南区 左岸 30,410 355 30,055

五泉ＰＡ上り、下り 五泉市 左岸 9,050 725 8,325

阿賀野川ＳＡ上り、下り 阿賀町 左岸 31,250 2,130 29,120

豊栄ＳＡ上り、下り 新潟市北区 右岸 47,484 47484

太夫浜運動公園 新潟市北区 右岸 99,366

道の駅豊栄 新潟市北区 右岸 24,888 2,248 22,640

新潟県立阿賀野高等学校 阿賀野市 右岸 9,113 9,113

道の駅みかわ 阿賀町 右岸 5,527 379 5,148

道の駅阿賀の里 阿賀町 右岸 79,312 5,233 74,079 1



【機密性２】排水対策計画（Ｌ１ブロック）
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【機密性２】排水対策計画（Ｒ１ブロック）
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濫
発
生
情
報
（
レ
ベ
ル
５
）
 

の
発
表
を
契
機
と
し
て
、
住
民
の
主
体
的
な
避

難
を
促
進
す
る
た
め
に
配
信
す
る
情
報
で
す
。
 

※
２
 
「
プ
ッ
シ
ュ
型
配
信
」
と
は
、
受
信
者
側
が
要
求

し
な
く
て
も
発
信
者
側
か
ら
情
報
が
配
信
さ
れ
る
仕
組
み
で
す
。
 

国
土
交
通
省
で
は
、
「
水
防
災
意
識
社
会
 
再
構
築
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
も
と
、
洪
水
時
に
住
民
の
主
体
的
な

避
難
を
促
進
す
る
た
め
、
平
成
２
８
年
９
月

か
ら
、
国
が
管
理
す
る
２
河
川
（
鬼
怒
川
、
肱
川
）
の
沿
川

市
町
村
（
茨
城
県
常
総
市
、
愛
媛
県
大
洲
市

）
に
お
い
て
洪
水
情
報
の
プ
ッ
シ
ュ
型
配
信
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

 

１
 

エ
リ

ア
拡

大
開

始
日

 

平
成

３
０

年
５

月
１

日
（

火
）

 

２
 

配
信

対
象

 

国
が

管
理

す
る

５
水

系
の

 

１
８

市
町

村
（

別
表

に
よ

る
）

 

３
 

配
信

対
象

者
 

配
信

エ
リ

ア
内

の
携

帯
電

話
等

 

（
N
T
T
ﾄ
ﾞ
ｺ
ﾓ
、

K
D
D
I
・

沖
縄

ｾ
ﾙ
ﾗ
ｰ
、

ｿ
ﾌ
ﾄ
ﾊ
ﾞ
ﾝ
ｸ
（

ﾜ
ｲ
ﾓ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ﾙ
含

む
）

）
の

ユ
ー

ザ
ー

を
対

象
 

４
 

配
信

す
る

情
報

 

 
 

対
象

河
川

に
お

い
て

、
「

河
川

氾
濫

の
お

そ
れ

が
あ

る
(
氾

濫
危

険
水

位
を

超
え

た
)
情

報
」

及
び

 

「
河

川
氾

濫
が

発
生

し
た

情
報

」
を

配
信

 

５
 

留
意

事
項

 

・
携

帯
電

話
事

業
者

毎
の

基
地

局
や

通
信

シ
ス

テ
ム

の
関

係
に

よ
り

、
配

信
対

象
と

な
る

市
町

村
よ

り
も

広
範

囲
の

エ
リ

ア
に

緊
急

速
報

メ
ー

ル
が

送
信

さ
れ

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 

・
携

帯
電

話
等

の
電

源
が

入
っ

て
い

な
い

場
合

や
、

圏
外

、
電

波
状

況
の

悪
い

場
所

、
機

内
モ

ー
ド

時
、

通
話

中
、

パ
ケ

ッ
ト

通
信

中
の

場
合

は
受

信
す

る
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。

 

・
ご

利
用

の
機

種
に

よ
り

、
緊

急
速

報
メ

ー
ル

に
対

応
し

て
い

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 

・
緊

急
速
報

メ
ー
ル
を
受
信
す
る
た
め
に
、
受
信

設
定
が
必

要
な

場
合

が
あ
り

ま
す
。
詳

細
に

つ
い

て
は
、
各

携
帯

電
話
事

業
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ご

確
認

く
だ
さ
い

。
 

N
T
T
ド

コ
モ

：
ht
tp
s:
//
ww
w.
ntt

d
oc
om
o.
co
.j
p/
se
rv
ic
e/
sa
fe
ty
/
ar
ea
ma
il
/c
om
pa
ti
bl
e_
mo
de
l/
i
nd
ex
.h
tm
l 

K
D
D
I･

沖
縄

セ
ル

ラ
ー

：
h
tt
p:
//
w
ww
.a
u.
kd

di
.c
om
/m
ob
il
e/
an
ti
-
di
sa
st
er
/k
in
ky
u-
so
ku
ho
/e
na
b
le
d-
de
vi
ce
/ 

ソ
フ
ト
バ

ン
ク

：
ht
tp
:/
/w
ww
.s
o
ft
ba
nk
.j
p/
mo
bi
le
/s
er
vi
ce
/u
r
ge
nt
_n
ew
s/
mo
de
ls
/ 

ワ
イ
モ
バ

イ
ル

：
ht
tp
:/
/w
ww
.y
m
ob
il
e.
jp
/s
er
vi
ce
/u
rg
en
t_
ma
i
l/ 

 

同
時
 

発
表
 

北
陸

地
方

整
備

局
／

羽
越

河
川

国
道

事
務

所
／

阿
賀

野
川

河
川

事
務

所
／

信
濃

川

下
流
河
川
事
務
所
／
信
濃
川
河
川
事
務
所
／
高
田
河
川
国
道
事
務
所

 

 

北
陸
地

方
整
備

局
で

は
、
平

成
３

０
年
５

月
１

日
か
ら

緊
急

速
報

メ
ー
ル

を
活
用

し
た

洪
水
情

報
※

１

の
プ
ッ

シ
ュ
型

配
信

※
２
を

新
潟
県

内
の
国

管
理

河
川
５

水
系

１
８
市

町
村

で
配
信

し
ま

す
。
 

 

「
洪

水
情

報
の

プ
ッ

シ
ュ

型
配

信
」

イ
メ

ー
ジ

 

解
禁
日
時

：
４

月
３
日
１
４
時

 

4



 

【
問

い
合

わ
せ

先
】

 国
土

交
通

省
 

北
陸

地
方

整
備

局
 

河
川

部
 

水
災

害
対

策
専

門
官

 
 

佐
々

木
 

利
幸

 

 T
E
L
 
0
2
5
-
3
7
0
-
6
7
7
0
 

F
A
X
 
0
2
5
-
3
7
0
-
6
7
8
1 

【
同

時
発

表
記

者
ク

ラ
ブ

】
 

・
新

潟
県

政
記

者
ク

ラ
ブ

 

・
新

県
政

記
者

ク
ラ

ブ
 

・
富

山
県

政
記

者
ク

ラ
ブ

 

・
石

川
県

政
記

者
ク

ラ
ブ

 

・
福

島
県

政
記

者
ク

ラ
ブ

 

・
長

野
市

政
記

者
ク

ラ
ブ
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緊
急
速

報
メ
ー

ル
を

活
用
し

た
プ

ッ
シ
ュ

型
に

よ
る
洪

水
情

報
の
配

信
に

あ
た
っ

て
の

注
意
事

項
 

  ①
 
洪

水
情

報
に

関
す
る

こ
と
 

 
今
回
の
メ
ー
ル
配
信
は
、
携
帯
電
話
事
業
者
（
NTT

ド
コ
モ
、
KDDI・

沖
縄
セ
ル
ラ
ー
、
ソ
フ
ト
バ

ン
ク
（
ワ
イ
モ
バ
イ
ル
含
む
）
が
提
供
す
る
「
緊
急
速
報
メ
ー
ル
」
の
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
て
洪
水

情
報

※
を
携
帯
電
話
等
ユ
ー
ザ
ー
へ
周
知
す
る
も
の
で
あ
り
、
洪
水
時
に
住
民
の
主
体
的
な
避
難
を

促
進
す
る
取
組
み
と
し
て
国
土
交
通
省
が
実
施
す
る
も
の
で
す
。
 

※
洪
水

情
報

と
は

、
洪

水
予

報
指

定
河

川
の
氾

濫
危

険
情

報
（
レ

ベ
ル

４
）
及

び
氾

濫
発

生
情
報

（
レ

ベ
ル
５

）
の

発

表
を
契
機

と
し

て
、

住
民

の
主

体
的

な
避

難
を
促

進
す
る

た
め
に

配
信
す

る
情
報

で
す
。
 

 
河
川
情
報
の
詳
細
（
河
川
管
理
者
が
行
う
洪
水
予
報
等
）
は
、
「
川
の
防
災
情
報
」

（
h
t
t
p
:
/
w
w
w
.
r
i
v
e
r
.
g
o
.
j
p
/
）
等
で
各
自
ご
確
認
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

 

 
メ
ー
ル
配
信
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

受
信
し
た
者
の
責
任
に
お
い
て
確
認
し
た
上
で
、
必
要
に
応

じ
て
、
防
災
無
線
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ

オ
等
を
活
用
し
、
適
切
な
避
難
行
動
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
「
河
川
氾
濫
発
生
」
に
つ
い
て
の
メ

ー
ル
配
信
は
、
河
川
管
理
者
が
氾
濫
を
把
握
し
た
後
の
配
信

と
な
る
こ
と
を
ご
了
承
下
さ
い
。
 

 
メ
ー
ル
を
受
信
し
た
こ
と
又
は
受
信

で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
た
損
害
に
つ
い
て
、
国
土
交

通
省
及
び
携
帯
電
話
事
業
者
は
一
切

責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

 
メ
ー
ル
配
信
を
予
定
し
た
事
象
が
発

生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
機
器
の
不
具
合
等
に
よ
り
、
メ

ー
ル
配
信
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

。
 

 
メ
ー
ル
配
信
の
内
容
の
有
効
期
限
は

定
め
ま
せ
ん
が
、
受
信
後
、
時
間
を
経
る
と
河
川
の
状
況
は

変
化
し
、
配
信
し
た
メ
ー
ル
の
内
容

と
異
な
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
 
 

 
河
川
状
況
に
伴
っ
た
メ
ー
ル
配
信
に

関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。
 

整
備
局
等
名
 

管
轄
す
る
水
系
名
 

問
い
合
わ
せ
先
 

（
上
段
：
非
常
時
）
 

（
下
段
：
通
常
時
）
 

北
陸
地
方
整
備
局
 

阿
賀
野
川
、
信
濃
川
、
関
川
、
荒
川
、
姫
川
 

0
2
5
-
3
70
-
6
72
3 

0
2
5
-
3
70
-
6
77
0 

  
②

緊
急

速
報
メ

ー
ル

に
関
す

る
こ

と
 

 
携

帯
電
話

事
業

者
毎

の
基
地

局
や
通

信
シ

ス
テ

ム
の
関

係
に
よ

り
、

配
信

対
象
と

な
る

市
町
村

よ

り
も
広
範
囲
の
エ
リ
ア
に
緊
急
速
報
メ
ー
ル
が
送
信
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

 
携
帯
電

話
等

の
電

源
が
入

っ
て
い

な
い

場
合

や
、
圏

外
、
電

波
状

況
の

悪
い
場

所
、
機

内
モ

ー
ド

時
、
通
話
中
、
パ
ケ
ッ
ト
通
信
中
の

場
合
は
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

 
ご
利
用
の
機
種
に
よ
り
、
緊
急
速
報

メ
ー
ル
に
対
応
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

 
緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
受
信
す
る
た
め

に
、
受
信
設
定
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い

て
は
、
各
携
帯
電
話
会
社
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
 

・
N
T
T
ド
コ
モ
 

h
t
t
p
s
:/
/
w
ww
.
n
tt
d
o
co
m
o
.co

.
j
p
/
se
r
v
ic
e
/
ar
e
a
ma
i
l
/co

m
p
a
t
ib
l
e
_m
o
d
el
/
i
nd
e
x
.ht

m
l 
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・
K
D
D
I
、
沖
縄
セ
ル
ラ
ー
 

h
t
t
p:

/
/w
w
w.
a
u.
k
dd
i
.c
o
m/
mo
b
i
le
/
an

t
i-

d
is

a
st

e
r/

k
in

ky
u
-
so

k
uh

o
/e

n
ab

l
ed

-
de

v
ic

e/
 

・
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
 

h
t
t
p:

/
/w
w
w.
s
of
t
ba
n
k.
j
p/
mo
b
i
le
/
se

r
vi

c
e/

u
rg

e
nt

_
ne

ws
/
m
od

e
ls

/ 

・
ワ
イ
モ
バ
イ
ル
 

h
t
t
p:

/
/w
w
w.
y
mo
b
il
e
.j
p
/s
er
v
i
ce
/
ur

g
en

t
_m

a
il

/ 

 ③
都
道

府
県
別

の
洪

水
情
報

の
配

信
対
象

（
市

町
村
）

一
覧
 

 
 
別
表
の
と
お
り
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別
表
　
北
陸
地
方
整
備
局
　
洪
水
情
報
の
配
信
対
象
一
覧
（
平
成
3
0
年
4
月
3
日
時
点
）

ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
：
平
成
3
0
年
度
に
拡
大
配
信
す
る
水
系
及
び
市
町
村
で
す
。

配
信
対
象
と
な
る
市
町
村
名

水
系
名

河
川
名

基
準
観
測
所
名

（
位
置
）

受
持
区
間

配
信
開
始
日

新
潟
県
　
関
川
村

上
関
（
左
岸
）

（
新
潟
県
関
川
村
）
左
岸
：
関
川
村
下
川
口
～
村
上
市
境
界

右
岸
：
関
川
村
湯
沢
～
村
上
市
境
界

H
2
9
.5
.2
2

新
潟
県
　
村
上
市
、
胎
内
市

葛
籠
山
（
右
岸
）

（
新
潟
県
村
上
市
）
左
岸
：
村
上
市
貝
附
～
海

右
岸
：
村
上
市
小
岩
内
～
海

H
2
9
.5
.2
2

新
潟
県
　
新
潟
市
中
央
区
、
東
区
、

江
南
区
、
秋
葉
区

満
願
寺
（
左
岸
）

（
新
潟
市
秋
葉
区
）
左
岸
：
新
潟
市
秋
葉
区
下
新
～
新
潟
市
東
区
松
浜

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
新
潟
市
江
南
区
、
北
区
、

阿
賀
野
市

満
願
寺
（
右
岸
）

（
新
潟
市
秋
葉
区
）
右
岸
：
阿
賀
野
市
千
唐
仁
～
新
潟
市
北
区
松
浜

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
新
潟
市
江
南
区
、
北
区
、

阿
賀
野
市
、
五
泉
市

馬
下

（
新
潟
県
五
泉
市
）
左
岸
：
五
泉
市
馬
下
～
新
潟
市
秋
葉
区
下
新

右
岸
：
阿
賀
野
市
小
松
～
阿
賀
野
市
千
唐
仁

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
燕
市
、
加
茂
市
、
新
潟
市

南
区

尾
崎

（
新
潟
県
三
条
市
）
左
岸
：
燕
市
大
川
津
～
加
茂
市
五
反
田

右
岸
：
長
岡
市
中
条
新
田
～
加
茂
市
下
仲
組

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
加
茂
市
、
田
上
町
、
新
潟

市
南
区
、
秋
葉
区

保
明
新
田

（
新
潟
県
田
上
町
）
左
岸
：
加
茂
市
五
反
田
～
新
潟
市
南
区
西
酒
屋

右
岸
：
田
上
町
保
明
新
田
～
新
潟
市
江
南
区
覚
路
津

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
新
潟
市
南
区
、
江
南
区
、

西
蒲
区
、
西
区
、
中
央
区
、
東
区

信
濃
川
（
下
流
）
、

関
屋
分
水
路

帝
石
橋

（
新
潟
市
西
区
）

関
屋
分
水
路
　
左
岸
：
信
濃
川
か
ら
の
分
派
点
～
海

右
岸
：
信
濃
川
か
ら
の
分
派
点
～
海

信
濃
川
（
下
流
）
左
岸
：
新
潟
市
南
区
西
酒
屋
～
海

右
岸
：
新
潟
市
江
南
区
酒
屋
～
海

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
新
潟
市
南
区
、
西
区
、
西

蒲
区
、
燕
市
、
見
附
市
、
長
岡
市
、

弥
彦
村

信
濃
川
（
中
流
）

大
河
津
分
水
路

大
河
津

（
新
潟
県
燕
市
）

左
岸
：
長
岡
市
与
板
町
本
与
板
～
長
岡
市
寺
泊
野
積

右
岸
：
長
岡
市
並
木
新
田
～
長
岡
市
寺
泊
野
積

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
見
附
市
、
長
岡
市
、
弥
彦

村
信
濃
川
（
中
流
）

長
岡

（
新
潟
県
長
岡
市
）
左
岸
：
長
岡
市
浦
～
長
岡
市
与
板
町
本
与
板

右
岸
：
長
岡
市
浦
～
長
岡
市
並
木
新
田

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
見
附
市
、
長
岡
市
、
弥
彦

村
、
小
千
谷
市

信
濃
川
（
中
流
）

小
千
谷

（
新
潟
県
小
千
谷
市
）
左
岸
：
長
岡
市
西
川
口
～
長
岡
市
浦

右
岸
：
長
岡
市
西
川
口
～
長
岡
市
浦

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
長
岡
市
、
小
千
谷
市
、
十

日
町
市

信
濃
川
（
中
流
）

十
日
町

（
新
潟
県
十
日
町
市
）
左
岸
：
十
日
町
市
宮
中
堰
堤
～
長
岡
市
西
川
口

右
岸
：
十
日
町
市
宮
中
堰
堤
～
長
岡
市
西
川
口

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
長
岡
市
、
魚
沼
市
、
南
魚

沼
市

堀
之
内

（
新
潟
県
魚
沼
市
）
左
岸
：
魚
沼
市
四
日
町
～
長
岡
市
西
川
口

右
岸
：
魚
沼
市
四
日
町
～
長
岡
市
西
川
口

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
魚
沼
市
、
南
魚
沼
市

小
出

（
新
潟
県
魚
沼
市
）
左
岸
：
南
魚
沼
市
五
箇
～
魚
沼
市
四
日
町

右
岸
：
魚
沼
市
岡
新
田
～
魚
沼
市
四
日
町

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
魚
沼
市
、
南
魚
沼
市

六
日
町

（
新
潟
県
南
魚
沼
市
）
左
岸
：
南
魚
沼
市
五
日
町
～
南
魚
沼
市
五
箇

右
岸
：
南
魚
沼
市
麓
～
魚
沼
市
岡
新
田

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
上
越
市

※
た
だ
し
、
「
氾
濫
が
発
生
し
た
情
報
」
の
み

関
川

関
川

高
田

（
新
潟
県
上
越
市
）
左
岸
：
上
越
市
島
田
～
河
口

右
岸
：
上
越
市
新
長
者
原
～
河
口

H
3
0
.5
.1

新
潟
県
　
糸
魚
川
市

姫
川

姫
川

山
本

（
新
潟
県
　
糸
魚
川
市
）
左
岸
：
糸
魚
川
市
須
沢
～
糸
魚
川
市
山
本

右
岸
：
糸
魚
川
市
寺
島
～
糸
魚
川
市
根
小
屋

H
2
9
.5
.2
2

信
濃
川

信
濃
川

魚
野
川

荒
川

荒
川

阿
賀
野
川

阿
賀
野
川

信
濃
川

信
濃
川
（
下
流
）
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緊急速報メールを活用した
洪水情報のプッシュ型配信

国土交通省 北陸地方整備局

平成30年4月

（参考資料）
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緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信

1

～平成３０年５月１日より新潟県内の５水系１８市町村で洪水情報を配信します～

洪水情報のプッシュ型配信イメージ

国土交通省では、「水防災意識社会 再構築ビジョン」のもと、洪水時に住民の主体的な避難を促進

するため、平成２８年９月から、国が管理する２河川（鬼怒川、肱川）の沿川市町村（茨城県常総市、愛
媛県大洲市）において緊急速報メールを活用した洪水情報※１のプッシュ型配信※２に取り組んでいます。

北陸地方整備局では、平成３０年５月１日より新潟県内の国管理河川５水系１８市町村に配信します。

※今回のメール配信は、国土交通省が発信元となり、携帯電話事業者が提供する「緊急速報メール」の
サービスを活用して洪水情報を携帯電話ユーザーへ周知するものであり、洪水時に住民の主体的な

避難を促進する取組みとして国土交通省が実施するものです。

※１ 「洪水情報」とは、洪水予報指定河川の氾濫危険情報（レベル４）及び氾濫発生情報（レベル５）の発表を契機として、
住民の主体的な避難を促進するために配信する情報です。

※２ 「プッシュ型配信」とは、受信者側が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組みです。

10



配信内容①

１ エリア拡大開始日
平成３０年５月１日（火）

２ 配信対象
国が管理する新潟県内の５水系１８市町村（詳細は、別表による）

３ 配信対象者
配信対象エリア内の携帯電話（NTTドコモ、KDDI・沖縄セルラー、ソフトバンク（ワイモバイル含む））

のユーザーを対象

４ 配信情報
対象河川において、「河川氾濫のおそれがある（氾濫危険水位を超えた）情報」及び

「河川氾濫が発生した情報」を配信

2

段階 配信情報 配信契機

① 河川氾濫のおそれがある情報
対象河川の基準観測所の水位が氾濫危険水位に到達し、氾濫
危険情報が発表された時

②-Ⅰ
氾濫が発生した情報
（※河川の水が堤防を越えて流れ
出ている情報）

対象河川の基準観測所の受持区間で河川の水が堤防を越えて
流れ出る事象が発生し、氾濫発生情報が発表された時

②-Ⅱ
氾濫が発生した情報
(※堤防が壊れ河川の水が大量に
溢れ出している情報)

対象河川の基準観測所の受持区間で堤防が壊れ、河川の水が
大量に溢れ出る事象が発生し、氾濫発生情報が発表された時

11



配信内容②

3

５ 配信文案
対象河川において、「河川氾濫のおそれがある（氾濫危険水位を超えた）情報」及び
「河川氾濫が発生した情報」を緊急速報メールを活用して配信されます。

○配信文案例

【見本】
（件名）
河川氾濫のおそれ

（本文）
○○川の○○（○○市○○）付近
で水位が上昇し、避難勧告等の目
安となる「氾濫危険水位」に到達
しました。堤防が壊れるなどによ
り浸水のおそれがあります。
防災無線、テレビ等で自治体の情
報を確認し、各自安全確保を図る
など、適切な防災行動をとってく
ださい。
本通知は、○○地方整備局より浸
水のおそれのある市町村に配信し
ており、対象地域周辺においても
受信する場合があります。

（国土交通省）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生

（本文）
○○川の○○市○○地先（左岸、
東側）付近で河川の水が堤防を
越えて流れ出ています。
防災無線、テレビ等で自治体の
情報を確認し、各自安全確保を
図るなど、適切な防災行動を
とってください。
本通知は、○○地方整備局より
浸水のおそれのある市町村に配
信しており、対象地域周辺にお
いても受信する場合があります。

（国土交通省）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生

（本文）
○○川の○○市○○地先（左岸、
東側）付近で堤防が壊れ、河川
の水が大量に溢れ出しています。
防災無線、テレビ等により自治
体の情報を確認し、各自安全確
保を図るなど、適切な防災行動
をとってください。
本通知は、○○地方整備局より
浸水のおそれのある市町村に配
信しており、対象地域周辺にお
いても受信する場合があります。

（国土交通省）

②-ⅱ 河川氾濫発生
（堤防が壊れ、河川の水が大量
に溢れ出している時）

②-ⅰ 河川氾濫発生
（河川の水が堤防を越えて流れ出て
いる時）

①河川氾濫のおそれ

12



阿賀野川大規模氾濫に関する減災目標を達成するための取組状況

取組状況一覧

参考資料-1



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

１．ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

・洪水を安全に流すた
め及び危機管理型の
ハード対策を推進す
る。

引き
続き
実施

・洪水を安全に流すた
めのハード対策を推進
する。（阿賀野川助成
事業の白崎工区、川口
工区など）

引き
続き
実施

下里地区河道掘工事
中【H30年3月,引き続き
工事予定】、大迎地区
浸透対策完了【H29.3】

引き
続き
実施

【H30.5現在】
・本川は白崎地区（護
岸工事）を工事中（津
川）
・支川は新井郷川（新
潟）、福島潟（新発田、
新潟）、駒林川（新発
田）の工事中
※新井郷川（新潟）は
繰越工事

引き
続き
実施

・防災拠点等の整備を
検討する。

引き
続き

検討中【H29.12現在】 引き
続き
実施

■危機管理型ハード対策
・堤防天端の保護 H28年

度から
順次
整備

・堤防天端の保護 H28年
度以
降検
討

対象区間は設定済み。
予算に応じて発注す
る。
【H29.12現在】

引き
続き
実施

【H29.12.現在】
・一部実施済（新発田）
・対象区間に福島潟を
設定（新潟）
・本川は、吉津地区、
白崎地区を工事中。支
川は、中ノ沢川を工事
中（津川）

引き
続き
検討

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
・水防連絡会にて水防
倉庫の備蓄材などの
合同巡視を実施

引き
続き
実施

・水防資機材の配備状
況の確認・整備

引き
続き
実施

・河川管理者や水防団
と連携し水防資機材の
配備状況の確認や整
備を行う。

H28年
度から
検討

・河川管理者と連携し
水防資機材の配備状
況の確認を実施する。

H28年
度から
検討

・河川管理者と連携を
図り、配備状況の確認
や整備を行う。

H28年
度から
検討

・河川管理者と町・消
防本部・水防団等で資
機材を確認する。

H28年
度から
検討

【H29.5.23】合同巡視時
に実施

引き
続き
実施

【H30.5～8】水防資機
材の配備状況を確認・
補充を実施（新発田、
新潟、新津、津川）

H29実
施済、
引き
続き
実施

各区において水防資機
材の配備状況を確認
し、不足数を補充する
など整備を行ってい
る。

引き
続き
実施

合同巡視時や市で確
認を行い、不備な資機
材については改善を
図っている。

引き
続き
実施

・出水期前に確認を行
い、補充している
・地元町内会長からの
申し出により、不足分
を補充している
【H30.5現在】

引き
続き
実施

合同巡視時に実施済
み。
出水期前に土のう用砂
を鹿瀬地域に配備し
た。

引き
続き
実施

・新技術（水のう等）を
活用した資機材等の配
備

H28年
度から
検討

・新技術を活用した水
防資機材等の配備を
検討する。

H28年
度から
検討

・JR羽越本線橋梁右岸
部の水防活動時間が
短縮できる資機材の検
討を進める。

H28年
度から
検討

・Ｈ23水害の教訓とし
て、市の倉庫や消防器
具置場、町内会館等に
配備済みで、新技術を
活用した水防資機材等
の配備を検討する。

H28年
度から
検討

・水防資機材の種類や
数量を検討する。

H28年
度から
検討

検討中【H29.12現在】 引き
続き
実施

【H29.12現在】
・検討中（新発田、新
潟、新津、津川）

引き
続き
実施

河川管理者、ＪＲ、市
（消防本部、消防団、
危機管理課）による現
地での確認。
仮置き場に土のう等の
配備

引き
続き
実施

・出水期前に確認を行
い、補充している
・地元町内会長からの
申し出により、不足分
を補充している
・新技術を活用した水
防資機材等の配備に
ついては、検討中
【H30.5現在】

引き
続き
実施

検討中 引き
続き
実施

・簡易水位計の設置
・ＣＣＴＶカメラの設置

H28年
度から
順次
整備

・水位計・量水標の設
置
・洪水危険箇所におけ
る河川カメラ設置

H28年
度から
検討

・河道掘削
・侵食対策
・浸透対策

U,V
引き続き

実施

・堤防天端の
　保護
・堤防裏法尻
　の補強

W

H28
年度
から
順次
整備

①新技術を
活用した水
防資機材の
検討及び配
備

M,P,
Q

H28年度
から検討

①

③

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市

水防資機材の確認・
整備

新技術を活用した水
防資機材の検討・配
備

洪水を安全に流すた
め・危機管理型の
ハード対策の推進

防災拠点等整備の
検討

阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

堤防天端の保護②

1



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

危険箇所への簡易水
位計設置に向けて検
討中。

引き
続き
実施

引き
続き
検討

【H29.12現在】
・派川新井郷川分水路
に簡易水位計の設置
を検討中（新潟）
・仙見川水系に新設雨
量局の設計中（新津）
・姥堂川に水位計の新
設、柴倉川に雨量局と
水位局の新設（津川）
【H30.4現在】
・安野川水系に雨量局
を新設(新発田)
・駒林川、七浦川、中
田川に簡易水位計の
設置を予定（新発田）

④

CCTVカメラ、簡易水
位計・量水標の設置

L,J

②円滑な避
難活動や水
防活動を支
援するため、
CCTVカメラ、
簡易水位計
や量水標等
の設置

H28年度
から順次

整備

2



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

・川の防災情報システ
ムの改良及びスマート
フォンを活用した情報
発信

順次
実施

・新潟県河川防災情報
システムの改良及びス
マートフォン向け画面
の検討

引き
続き
検討

【H28.3】よりスマート
フォン向け機能を追加
し、運用開始。HPにて
公表済み

済 【H29.4】スマートフォン
向け画面を公開（河管
課）

・信濃川下流域との防
災情報を一元化し、共
有・閲覧できるシステ
ム（プラットホーム）を
構築

順次
実施

平成29年度にHPで公
表済

済

・プッシュ型の洪水予
報等の情報発信

順次
実施

・隣県水位局の情報を
掲載
・洪水時における水位
の緊急速報メールの検
討

引き
続き
検討

・気象警報・注意報を
発表し、現象ごとに警
戒期間、注意期間、
ピーク時間帯、雨量な
どの予想最大値を周知

引き
続き
実施

国土交通省発信で携
帯電話事業者提供の
「緊急速報メール」サー
ビスを平成29年5月より
開始。

済 【H29.3】隣県水位局の
情報を新潟県河川防
災情報システムで公開
（河管課）

適宜実施【H30.05現
在】

引き
続き
実施

・必要に応じて、自治
体に情報伝達（ホットラ
イン）を実施

引き
続き
実施

適宜実施【H30.05現
在】

引き
続き
実施

・危険箇所の範囲や避
難所の位置を分かりや
すく表示する「にいがた
防災アプリ」について、
更なる普及のため周
知・広報を実施する。
・緊急告知FMラジオの
購入費助成制度につ
いて、更なる普及のた
め周知・広報を実施す
る。

H28年
度から
実施

・登録制である阿賀野
市安全安心メールにつ
いて、更なる普及のた
め周知・広報を実施す
る。

H28年
度から
検討

・携帯電話やパソコン
のメールを利用した五
泉あんしんメールにつ
いて、更なる普及のた
め周知・広報を実施す
る。

引き
続き
実施

・「にいがた防災アプ
リ」と「緊急告知FMラジ
オの購入費助成制度」
について、防災フェスタ
や各区協議会等での
チラシ配布、市報掲載
などにより周知・広報を
実施した。

引き
続き
実施

イベントや防災塾（防
災講座）等に普及チラ
シを配布し周知活動を
実施

引き
続き
実施

出水期前の市広報誌
での周知に加え、出前
講座や催事での周知
を実施。

引き
続き
実施

・津波用として設置して
ある同報無線について
河川洪水用としても活
用するよう、既存設備
の運用変更を行う。

H28年
度から
実施

津波用として設置して
ある同報無線について
河川洪水用としても活
用するよう、既存設備
の運用変更を行った。

H28実
施済。
引き
続き
実施

G,Ｈ
I,Ｊ

順次整
備

⑤

①リアルタイ
ムの情報提
供やプッシュ
型情報の発
信など防災
情報の充実

川の防災情報システ
ムの改良・スマート
フォンを活用した情
報発信

津波用同報無線の
活用

防災アプリ・ラジオ・
メールの更なる普及
のための周知・広報

自治体への情報伝
達（ホットライン）

水位・気象情報等の
情報発信

信濃川下流域情報
共有プラットホーム
の構築

3



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

・洪水時のダム放流情
報や水位情報等をTV
電話（告知情報端末）
で1時間ごとに情報発
信した。

引続
き実
施

・ＨＰ改良の検討を行
い，現スペックではダム
放流情報を表示させる
ことは不可能との結果と
なったことから，検討は
当面見送る。
・ダムの運用方法，ＨＰ
の見方等については，
「阿賀野川洪水対策連
絡協議会」にて説明
(5/17)
・ダム放流警報に関する
説明については，各自
治体の広報誌に掲載
(5，6月号)

検討
終了

引き
続き
毎年
実施

引き
続き
毎年
実施

・様々な災害リスク情
報を「蓄積」、「共有」
し、的確な避難行動に
つながるよう、降雨流
出氾濫モデル（RRIモデ
ル）を改良、発展させ
る。

H28年
度から
検討

阿賀町水災害情報共
有システム（ARIS)の構
築、試用版の作成に着
手している。

引続
き実
施

・出水後におけるタイ
ムラインの検証と改善
・必要に応じて、水位
情報等の提供など

順次
実施

・市町が作成するタイ
ムラインに必要な水位
情報等の提供など

順次
実施

北陸地整・県・市・町と
共同し、整備・改善を
支援

順次
実施

・ホットラインのタイミン
グや庁内の体制などに
ついて、タイムラインの
改善を実施する。

H28年
度から
検討

・協議会の中で検討す
る避難計画（案）等をふ
まえ改善を行う。

H29年
度から
実施

・早出川（国管理区間）
は整備済み
・阿賀野川について
は、タイムラインを策定
・協議会の中で検討す
る避難計画（案）等をふ
まえ改善を行う
・河川管理者と連携を
図り、改善・整備を行
う。

H27年
度から
順次
実施

・タイムラインの策定 新潟
県から
の情
報提
供後
に実
施

【H28.5.27】洪水対応演
習時にタイムラインの
たたき台作成
H29出水において適宜
自治体に水位情報等
を提供

引き
続き
実施

【H29.6.12】早出川（五
泉市）のタイムラインを
策定済（新津）

市町の要請に基づき適
宜支援を実施【H30.05
現在】

引き
続き
実施

【H29.5.12】洪水対応演
習時にタイムラインを
確認。

引き
続き
実施

見直し作業を進めてい
る。

引き
続き
実施

早出川（県管理区間）
のタイムラインを整備。

引き
続き
実施

検討中 引続
き実
施

順次実
施

C

②避難勧告
等の発令に
着目した防
災行動計画
（タイムライ

ン）の整備及
び検証と改

善

⑥

H28年
度から
検討

・TV電話（告知情報端
末）を利用して洪水時
のダム放流情報や水
位情報等を分かりやす
く伝える。

降雨流出氾濫モデ
ルの改良

ダム放流情報等の
情報発信

タイムラインの整備・
改善・支援

・ホームページで、下流
沿川住民や河川利用
者に、各ダムの放流等
を分かりやすく伝える
ために改良する。
　【取り組み内容】
・放流警報(サイレン)吹
鳴に関する解説など掲
載
・“ダム放流中”などを
表示

 ・「阿賀野川洪水対策
連絡協議会」を活用
し，ダムの運用方法や
ホームページの見方・
使用方法などを説明
(要望があれば出向い
て説明)

・各自治体広報誌への
ダム放流警報に関する
説明を掲載

H29年
度から
検討

引き
続き
毎年
実施

引き
続き
毎年
実施

4



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

・阿賀野川洪水浸水想
定区域図の策定・公表
・早出川洪水浸水想定
区域図の策定・公表
・家屋倒壊等氾濫想定
区域図を作成し自治体
へ提供

H28年
度から
実施

想定最大規模も含めた
浸水想定区域図や家
屋倒壊等氾濫想定区
域等の公表を行う。

H28年
度以
降検
討

【H28.5】HPにて公表 済 【H30.5現在】
・早出川洪水浸水想定
区域図（L2）公表済（新
津）
･阿賀野川【県管理区
間】、常浪川洪水浸水
想定区域図（L2）作成
中(津川)
【H30.4現在】
・安野川洪水浸水想定
区域図（L2）作成中(新
発田)

引き
続き
検討

・想定最大規模降雨の
阿賀野川氾濫シミュ
レーションの公表
・想定最大規模降雨の
早出川氾濫シミュレー
ションの公表

H28年
度から
実施

平成29年より公表。
(浸水ナビ)

済

⑦

氾濫シミュレーション
の公表

洪水浸水想定区域
図・家屋倒壊等氾濫
想定区域図の策定・
公表

H28年度
から

順次実
施

D,Ｅ
Ｆ

③想定最大
規模も含め
た破堤点別
浸水想定区
域図、 家屋
倒壊等氾濫
想定区域の
公表（浸水ナ
ビ等による公
表）

5



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する取組

・浸水想定区域の浸水
深、浸水継続時間及び
家屋倒壊危険区域の
情報提供を行う。

H28年
度から
実施

・浸水想定区域の浸水
深、浸水継続時間及び
家屋倒壊危険区域の
情報提供を行う。

H28年
度以
降検
討

【H28.5】HPにて公表 済 【H30.5現在】
・早出川洪水浸水想定
区域図（L2）公表済（新
津）
・阿賀野川【県管理区
間】、常浪川洪水浸水
想定区域図（L2）作成
中(津川)
【H30.4現在】
・安野川洪水浸水想定
区域図（L2）作成中(新
発田)

引き
続き
検討

・家屋倒壊危険区域等
より、立ち退き避難が
必要な区域を検討す
る。

新潟
県から
の情
報提
供後
から実
施

・浸水深、浸水継続時
間及び家屋倒壊危険
区域等より、立ち退き
避難が必要な区域を
検討する。
・想定最大規模での浸
水深により避難計画の
見直し整理

H28年
度から
検討

・浸水深、浸水継続時
間及び家屋倒壊危険
区域等より、立ち退き
避難が必要な区域を
検討する。

H29年
度以
降検
討

・浸水想定区域図等の
公表後に立ち退き避難
が必要な区域及び避
難方法を検討する。

H29年
度以
降検
討

・現在、作業を進めて
いる洪水ハザードマッ
プ作成業務において検
討中。

H30.3
洪水
ハ
ザード
マップ
完成
予定

ハザードマップに浸水
深、浸水継続時間及び
家屋倒壊危険区域等
を表示し、説明会等で
市民への周知に努め
る。

引き
続き
実施

・家屋倒壊等氾濫想定
区域等を表示したハ
ザードマップ作成と全
世帯への配布がH30.4
で完了。

H29・
30年
度

洪水ハザードマップ作
成業務と一緒に検討。

引続
き実
施

垂直避難等、柔軟な避
難方法の検討

新潟
県から
の情
報提
供後
から実
施

・広域避難の他に垂直
避難等、柔軟な避難方
法の検討
・家屋倒壊等氾濫想定
区域における頑丈で高
い建物等での屋内安
全確保等、柔軟な避難
方法の検討
・避難路、その他の避
難経路の検討
・想定最大規模での浸
水深により避難計画の
見直し整理

H28年
度から
検討

・広域避難の他に垂直
避難等、柔軟な避難方
法の検討
・家屋倒壊等氾濫想定
区域における頑丈で高
い建物等での屋内安
全確保等、柔軟な避難
方法の検討

H29年
度以
降検
討

・現在、作業を進めて
いる洪水ハザードマッ
プ作成業務において検
討中。

H30.3
洪水
ハ
ザード
マップ
完成
予定

ハザードマップに浸水
深、浸水継続時間及び
家屋倒壊危険区域等
を表示し、説明会等で
市民への周知に努め
る。

引き
続き
実施

・家屋倒壊等氾濫想定
区域等を表示したハ
ザードマップ作成と全
世帯への配布がH30.4
で完了。

H29・
30年
度

・避難所ごとに水害時
の浸水深や避難の可
否について確認を行
う。

新潟
県から
の情
報提
供後
から実

避難所ごとの想定浸水
深を確認して、避難の
可否を確認する。

H28年
度から
検討

・現在、作業を進めて
いる洪水ハザードマッ
プ作成業務において検
討中。

H30.3
洪水
ハ
ザード
マップ
完成
予定

ハザードマップ作成に
併せて整理中。

引き
続き
検討

・大規模災害時の避難
住民の誘導や被災者
の救援等の協力が期
待されるため、自主防
災組織の育成・強化
（組織率の向上や組織
の実効性）を行う。

H28年
度
から検
討

自主防災組織の育
成・強化

避難所ごとの浸水
深・避難可否の確認

垂直避難等、柔軟な
避難方法の検討

立ち退き避難が必要
な区域・避難方法の
検討

④立ち退き
避難が必要
な区域及び
避難方法の
検討

D,Ｅ
Ｆ,K

H28年度
から

順次実
施

⑧

浸水想定区域の浸
水深・水継続時間・
家屋倒壊危険区域
の情報提供

6



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

防災塾（防災講座）を
開催するなどして、自
主防災組織の育成・強
化に努めている。

引き
続き
実施

7



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

・作成に必要な情報の
提供及び策定を支援

H28年
度から
順次
実施

・作成に必要な情報の
提供及び策定を支援
・市町間の調整や運営
上の課題への支援

引き
続き
実施

・作成に必要な情報の
提供及び策定を支援

H28年
度から
順次
実施

・広域避難の現実性に
ついて検討する。

H28年
度から
検討

・北陸地整、県、関係
市町と連携し、計画規
模洪水に対する広域
避難計画を検討・策定
する。

・北陸地整、県、関係
市町と連携し、想定最
大規模洪水に対する
広域避難計画を検討・
策定する。

H28年
度から
検討

H29年
度から
検討

・北陸地整、県、関係
市町と連携し、計画規
模洪水に対する広域
避難計画を検討・策定
する。

・北陸地整、県、関係
市町と連携し、想定最
大規模洪水に対する
広域避難計画を検討・
策定する。

H28年
度から
検討

H29年
度から
検討

検討中【H29.12現在】 H28年
度から
順次
実施

【H29.12現在】H27.11及
びH28.6に広域避難検
討地区の抽出や課題・
対応について意見交換
会を実施（河管課）

引き
続き
実施

必要に応じて、順次支
援【H30.05現在】

H28年
度から
順次
実施

検討中 引き
続き
検討

検討中 引き
続き
検討

検討中【H30.5現在】 引き
続き
検討

・ハザードマップポータ
ルサイトの周知と活用
を促進

H28年
度
から実
施

・新たな浸水想定区域
に対応した洪水ハザー
ドマップへの改良と、出
前講座などを活用した
周知・広報を実施す
る。

新潟
県から
の情
報提
供後
に実

・洪水ハザードマップの
更新整備を図り、自治
会等に配付、説明会の
開催

H29年
度
から順
次
実施

・ハザードマップの見直
しを行い、全戸配布に
より周知する。

H29年
度以
降検
討

・洪水ハザードマップの
見直しを行い、全戸配
布により周知する。

H29年
度以
降検
討

・【H28.8】想定最大規
模降雨による洪水浸水
想定区域データを更新
・【H28.6】検索ツール等
改良
いずれもHPにて公表

引き
続き
実施

・現在、作業を進めて
いる洪水ハザードマッ
プ作成業務において実
施中。

H30.3
洪水
ハ
ザード
マップ
完成
予定

新たな浸水想定区域
によるハザードマップを
作成し、全戸配布し
た。

H30.3
月末
完成。
5/1に
配布。

・想定最大規模降雨の
洪水浸水想定区域を
表示したハザードマッ
プ作成と全世帯への配
布がH30.4で完了。

H29・
30年
度

洪水ハザードマップ作
成を検討中

H29年
度検
討

・現状予測期間（～3時
間）
・更に数時間（4～6時
間程度）先も含め水位
予測の精度向上の検
討・システム改良を行
う。

H28年
度
から検
討

・上流水位局による下
流水位予測の検討

H28年
度から
検討

検討中【H29.12現在】 引き
続き
実施

【H28～】水位観測所地
点における横断測量を
実施（新発田）

引き
続き
検討

・警報等における危険
度の色分け表示
・「警報級の現象になる
可能性」の情報提供
・メッシュ情報の充実化

H29年
度出
水期
から実
施

[H29.7.7]
・「危険度の色分け表
示」、「警報級の可能
性」、「危険度分布（メッ
シュ情報）」の提供開
始。

H29年
度出
水期
から実
施

計画規模洪水・想定
最大規模洪水に対
する広域避難計画
の検討・策定・支援

⑫

⑨

⑩

⑪

D,Ｅ
Ｆ

H28年度
から

順次実
施

〔計画規
模〕

平成28
年度から
順次実

施

〔想定最
大規模〕
平成29

年度から
順次実

施

D,E

H28年度
から検討

J H29年度

⑤参加市・町
による広域
避難計画の
策定及び支
援

⑥広域的な
避難計画等
を反映した新
たな洪水ハ
ザードマップ
の策定・周知

⑦水位予測
の検討及び
精度の向上

⑧気象情報
発信時の「危
険度の色分
け」や「警報
級の現象」等
の改善

B,M

気象情報発信時の
「危険度の色分け」
や「警報級の現象」
等の改善

水位予測の検討及
び精度の向上

洪水ハザードマップ
の改良・周知

8



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組
■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

・重要水防箇所等の共
同点検を実施

順次
毎年
実施

・出水期前に自治会や
地域住民と重要水防
箇所の共同点検を実
施

H28年
度から
実施

・河川管理者と自治会
や地域住民で重要水
防箇所等の共同点検
を実施する。

順次
毎年
実施

・河川管理者と自治会
や地域住民で重要水
防箇所等の共同点検
を実施する。

順次
毎年
実施

・河川管理者と自治会
や地域住民が参加した
重要水防箇所等の共
同点検を実施する。

順次
毎年
実施

・河川管理者と地域住
民等で重要水防箇所
等の共同点検を実施
する。

順次
毎年
実施

沿川市町、沿川自治会
と共同で重要水防箇所
等の点検を行った。
【H29.5.23】

引き
続き
毎年
実施

【H29.5.9】阿賀野市と
共同で重要水防箇所
等の点検を行った（新
発田）
【H29.6.5】五泉市と共
同で重要水防箇所等
の点検を行った（新津）
【H30.5.22】阿賀野川河
川事務所、阿賀町職員
と合同で重要箇所、要
請時の排水ポンプ車の
配置箇所確認（津川）

引き
続き
毎年
実施

【H29.5.23】河川管理
者、沿川自治会と共同
で重要水防箇所等の
点検を行った。

引き
続き
毎年
実施

河川管理者が主催す
る重要水防箇所等の
共同点検に自治会や
地域住民も参加。

引き
続き
毎年
実施

【H30.5】河川管理者が
主催する重要水防箇
所等の共同点検に参
加した。

引き
続き
実施

河川管理者と町、行政
区、消防団等で、樋門
の操作研修を実施し
た。

順次
毎年
実施

【H30.9.5】五泉市立巣
本小学校において水害
の出前講座を実施

引き
続き
実施

【H29.12現在】検討中
（新津）。

引き
続き
実施

・新潟県防災教育プロ
グラムに基づき全小中
学校の各学年で、防災
教育（洪水災害）を実
施している。

引き
続き
実施

【H29.6配付】市内の小
学校5・6年生に防災ハ
ンドブックを配付

引き
続き
実施

検討中【H30.5現在】 引き
続き
実施

三川小学校で防災学
習会を実施した。
【H29.7.14】

引続
き実
施

・教育委員会と連携し、
効果的な対応を検討す
る。

H28年
度から
実施

検討中【H30.05現在】 H28年
度から
実施

・市町の要請により、出
前講座等を積極的に
行っていく。

引き
続き
実施

・市町の要請により、出
前講座等を積極的に
行っていく。

引き
続き
実施

・出前講座等を活用
し、水防災等に関する
説明を実施

新潟
県から
の情
報提

・ハザードマップ作成の
際に説明会を実施

H29年
度
から実
施

・ハザードマップ作成の
際に説明会を実施

H29年
度
以降
実施

・ハザードマップ作成の
際に説明会を実施

H29年
度
以降
実施

・ダム操作に関する各
自治体への出前講座
の開催
防災担当者を対象と

H28年
度から
実施

【H29.10.1】「阿賀野市
地域防災訓練時に、パ
ネル等の展示や地震
体験コーナーを実施。
同日「五泉市地域防災
訓練」の会場にて洪水
浸水想定区域図を示し
たパネルを展示。

引き
続き
実施

消防学校職員へ水防
災に関する講義を実施
（河管課）

引き
続き
実施

・自主防災組織や消防
団など住民向けに、出
前講座や勉強会を実
施。（啓発ＤＶＤや豪
雨・台風動画の視聴、
職員による講演など）

例年
実施
引き
続き
実施

防災塾（防災講座）を
開催したほか、ハザー
ドマップ作成後、説明
会等で市民への周知
に努める。

引き
続き
実施

・出前講座を各所で実
施。
・新しいハザードマップ
作成後、計4回の住民
説明会を実施済み。

引き
続き
実施

検討中 引き
続き
実施

・出前講座の要請なし

【見学者対応】
・豊実ダム見学会
（4/22 18名）
・鹿瀬ダム見学会
（7/19,8/25,9/4,10/15,
10/23,10/25,11/2,
11/10,11/30,12/12
計176名）

引き
続き
実施

引き
続き
実施

・関係機関と連携し、効
果的な対応を検討す
る。

H28年
度から
実施

出前講座等の機会に
水防災に関する防災
気象情報を説明

引き
続き
実施

引き続き
実施

Ａ

②小中学校
等における
水災害教育
を実施

引き
続き
実施

・新潟県防災教育プロ
グラム【洪水災害編】を
作成済み。
・市町の要請により、出
前講座等を積極的に
行っていく。

引き
続き
実施

Ａ

・市町の要請により、出
前講座等を積極的に
行っていく。

③出前講座
等を活用し、
水防災等に
関する説明
会を開催

⑬

⑭

⑮

・新潟県防災教育プロ
グラムに基づき全小中
学校の各学年で、防災
教育（洪水災害）を実
施する
・各校の特徴、地域特
性に応じて新潟県防災
教育プログラムの自校
化を進める。
・防災に関する体験学
習を行う施設や出前講
話などを行ってくれる
組織と連携した防災学
習を促進する。
・学校と家庭や地域が
連携した実践的な防災
教育を実施

H27年
度から
実施

・市内の小学高学年の
水防災副教材を作成
する。

H28年
度から
実施

・小中学校での水害教
育を実施している。

引き
続き
実施

・小中学校で防災教育
を実施している。

引き
続き
実施

順次毎
年実施

引き続き
実施

①自治会や
地域住民が
参加した洪
水に対するリ
スクの高い
箇所の共同
点検の実施

教育委員会との連
携・効果的な対応の
検討

関係機関との連携・
効果的な対応の検
討

説明会・見学会の実
施

出前講座（水害教
育）の実施

重要水防箇所の共
同点検

Ａ
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

・市町が作成するまる
ごとまちごとハザード
マップへの情報提供

順次
実施

・ハザードマップの基礎
資料となる浸水想定区
域図の作成と公表

引き
続き
実施

・下里自治会で取組み
を実施

H28年
度から
実施

・ハザードマップの見直
しの際に検討する。

H29年
度
以降
実施

【H29.3】阿賀野市下里
地区にハザードマップ
整備。
【H30.3】法柳、深堀、
京ヶ島第一及び京ヶ島
の4自治会で設置予定

引き
続き
実施

【H30.5現在】早出川洪
水浸水想定区域図
（L2）公表済（新津）。阿
賀野川【県管理区間】、
常浪川洪水浸水想定
区域図（L2）作成中（津
川）

引き
続き
実施

【H29.3】下里自治会で
設置
【H30.3】法柳、深堀、
京ヶ島第一及び京ヶ島
の4自治会で設置予定

引き
続き
実施

検討中【H30.5現在】 引き
続き
検討

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H28年
度
から実
施

・洪水時の情報収集や
避難の判断基準等を
一般住民に理解しても
らえる家庭向けのチラ
シを作成し、ホーム
ページで公表
・チラシを市町村や県
地域整備部へ配布

引き
続き
実施

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H28年
度
から実
施

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

新潟
県から
の情
報提
供後
に検
討

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H29年
度から
検討

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H29年
度から
検討

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H29年
度から
検討

水防災に関するパンフ
レットを作成、記者発
表、ＨＰでの公表、市役
所等へ配布（一般配布
用）を実施

引き
続き
実施

【H29.12現在】H28年度
から継続的にクリアファ
イル「洪水から命を守
る」を配布（新発田、新
潟、新津、津川）

引き
続き
実施

水防災に関する防災
気象情報の資料を作
成し、出前講座等で使
用

引き
続き
実施

・河川管理者が作成し
た水防災に関するパン
フレットを区役所の窓
口に設置、自治会へ配
布している。

引き
続き
実施

ハザードマップの配付
及び説明
市広報での特集記事

引き
続き
実施

随時広報紙及び市主
催のイベント等におい
て防災啓発を実施。

引き
続き
実施

検討中 引き
続き
実施

・住民の防災意識を高
めるための研修を実施

引き
続き
実施

・自主防災のあり方、
役割の（再）啓発を実
施

・自主防災のあり方、
役割の（再）啓発を実
施

H28年
度から
順次
実施

・自主防災のあり方、
役割の（再）啓発を実
施

H28年
度から
順次
実施

自主防災組織や消防
団など住民向けに、出
前講座や勉強会を実
施。（啓発ＤＶＤや豪
雨・台風動画の視聴、
職員による講演など）

引き
続き
実施

【H30.1～3月】防災塾
（防災講座）を実施し、
地域ごとの防災力の向
上を図った。

引き
続き
実施

・自主防災組織設立
後、資器材整備や活動
等に対し補助金を支
給。
・各所で出前講座を実
施。

引き
続き
実施

自主防災組織の設立、
防災訓練の呼びかけ、
実施による地域防災力
の向上を図った。

引続
き実
施

・実際の災害時に機能
するよう実践的な研
修・訓練の実施

H28年
度から
順次
実施

・実際の災害時に機能
するよう実践的な研
修・訓練の実施

H28年
度から
順次
実施

・実際の災害時に機能
するよう実践的な研
修・訓練の実施

H28年
度から
順次
実施

自主防災組織等で住
民主体による避難訓練
を実施した。
【H28年度：6自治会】
【H29年度：4自治会】

引き
続き
実施

検討中【H30.5現在】 引き
続き
検討

検討中 引続
き実
施

・自主防災組織の結成
率の向上を図る。

引き
続き
実施

・自主防災組織の要と
なる防災士の養成

H28年
度から
順次
実施

・自主防災組織率が低
いため、引続き設立の
支援を行う。

H28年
度から
順次
実施

江南区で未結成の自
治会へ説明会を実施
し、結成率の向上を
図った。

引き
続き
実施

H28年度養成した防災
士を含めた、市内の防
災士の研修会を実施

引き
続き
実施

引き続き支援を行う。 引き
続き
実施

⑯

⑰

⑱
順次実

施
K

順次実
施

H

D,F
I

順次実
施

⑥住民の防
災意識を高
め、地域の
防災力の向
上を図るため
の自主防災
組織の充実

自主防災組織の設
立支援・防災士の養
成

実践的な研修・訓練
の実施

自主防災のあり方・
役割の（再）啓発

「水防災意識社会」
の再構築に役立つ
広報や資料を作成・
配布

洪水ハザードマップ
の検討・整備支援

④まるごとま
ちごとハザー
ドマップを整
備

⑤効果的な
「水防災意識
社会」の再構
築に役立つ
広報や資料
を作成・配布
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

２．ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組
■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

・水防連絡会にて連絡
体制の確認を行う。

引き
続き
毎年
実施

・出水時における連絡
体制の確認

引き
続き
毎年
実施

・水防連絡会にて連絡
体制の確認を行う。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と市、消
防本部、水防団の連絡
体制を確認する。

引き
続き
毎年
実施

・水防連絡会で連絡体
制を確認する。

引き
続き
毎年
実施

・水防連絡会で連絡体
制を確認する。
・水防団への連絡網を
確認する。

引き
続き
毎年
実施

・出水期間前の「阿賀
野川洪水対策連絡協
議会」開催による連絡
体制の確認

引き
続き
毎年
実施

【H29.6.1】水防連絡会
にて確認

引き
続き
毎年
実施

【H29.6.1】水防連絡会
にて確認（新発田、新
潟、新津、津川）

引き
続き
毎年
実施

水防連絡会にて確認 引き
続き
毎年
実施

【H29.6.1】水防連絡会
にて確認

引き
続き
毎年
実施

水防連絡会にて確認 引き
続き
毎年
実施

本年度の水防連絡会
等で確認済み。

引き
続き
毎年
実施

「阿賀野川洪水対策連
絡協議会」にて連絡体
制を確認(5/17)

引き
続き
毎年
実施

県・市・町と共同で情報
伝達訓練を実施する。

引き
続き
毎年
実施

・情報伝達訓練の実施 引き
続き
毎年
実施

・情報伝達訓練への支
援

引き
続き
毎年
実施

河川管理者が行う情報
伝達訓練に参加する

引き
続き
毎年
実施

河川管理者が行う情報
伝達訓練に参加する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者が行う情
報伝達訓練に参加す
る。
・水防訓練、防災訓練
を通じて、情報伝達訓
練を検討する

引き
続き
毎年
実施

河川管理者が行う情報
伝達訓練に参加する

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者が実施す
る実践的な訓練に参加
・全国ダム管理演習を
通じての情報伝達訓練
の実施

引き
続き
毎年
実施

【H29.5.12】洪水対応演
習を実施

引き
続き
毎年
実施

【H30.4.20】洪水対応演
習を実施(新発田、新
潟、新津、津川）

引き
続き
毎年
実施

【H30.04.20】洪水対応
演習を実施

引き
続き
毎年
実施

【H29.5.12】洪水対応演
習を実施

引き
続き
毎年
実施

【H29.5.12】洪水対応演
習に参加

引き
続き
毎年
実施

・情報伝達訓練に参加
【H30.4.20】
・防災訓練を通じて、情
報伝達訓練を実施予
定【H30.10.7予定】

引き
続き
実施

【H29.5.12】洪水対応演
習を実施

引き
続き
毎年
実施

「全国ダム管理演習(情
報伝達訓練)」に参加
(4/20)

引き
続き
毎年
実施

・重要水防箇所等の合
同巡視を実施

引き
続き
毎年
実施

・出水期前に市町村や
水防団等と重要水防
箇所の合同巡視を実
施

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と水防関
係機関で重要水防箇
所等の合同巡視を実
施する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と水防関
係機関で重要水防箇
所等の合同巡視を実
施する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と水防関
係機関で重要水防箇
所等の合同巡視を実
施する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と水防関
係機関で重要水防箇
所等の合同巡視を実
施する。

引き
続き
毎年
実施

・重要水防個所の点
検・巡視への参加

引き
続き
毎年
実施

沿川市町、沿川自治会
と共同で重要水防箇所
等の点検を行った。
【H29.5.23】

引き
続き
毎年
実施

【H30.5.15】阿賀野川河
川事務所、沿川市町、
東北電力と合同で重要
水防箇所、および各機
関管理の水防倉庫の
備蓄資材等の確認を
実施（新発田、新潟、
新津、津川）

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者が主催す
る重要水防箇所の合
同巡視に参加

引き
続き
毎年
実施

【H29.5.23】阿賀野川河
川事務所、新潟県、沿
川市町、東北電力と合
同で重要水防箇所及
び各機関管理の水防
倉庫の備蓄資材等の
確認を実施

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者が主催す
る重要水防箇所の合
同巡視に参加

引き
続き
実施

【H29.5.22】河川管理者
が主催する重要水防
箇所の合同巡視に参
加

引き
続き
毎年
実施

阿賀野川重要水防箇
所等の巡視に参加(満
願寺管内 5/15　2名)

引き
続き
毎年
実施

・水防管理団体が行う
訓練への参加
・水防工法講習会の支
援等を行う。

引き
続き
毎年
実施

・水防管理団体が行う
訓練への参加
・水防工法講習会の支
援等を行う。

引き
続き
毎年
実施

・関係機関等の要請に
より、訓練への支援

引き
続き
実施

・毎年、出水期前に水
防訓練を実施
・毎年行っている水防
訓練の内容を見直し、
実働水防訓練を実施

引き
続き
毎年
実施

・毎年、出水期前に水
防訓練を実施
・毎年行っている水防
訓練の内容を見直し、
実働水防訓練を実施

引き
続き
毎年
実施

・毎年、出水期前に水
防訓練を実施
・水防訓練、防災訓練
の内容を検討する。

引き
続き
毎年
実施

・毎年、出水期前に水
防訓練を実施
・毎年行っている水防
訓練の内容を見直し、
実働水防訓練を検討
する

引き
続き
毎年
実施

・水防実働訓練への参
加（阿賀町）

H29年
度から
実施

【H29.11.10】古川樋門
で新潟県、阿賀野市と
共同で災害対策車両
の訓練を実施。

引き
続き
毎年
実施

引き
続き
毎年
実施

要請に応じ適宜支援 引き
続き
実施

【H29.5.28】北区高森で
水防訓練を実施

引き
続き
毎年
実施

【H29.6.4】阿賀野川水
防演習を実施

引き
続き
毎年
実施

【H30.6.3】水防訓練を
実施予定
【H30.10.7】防災訓練を
実施予定

引き
続き
実施

【H29.6.18】阿賀町水防
訓練で、消防団を主体
とした改良積み土のう
工法、積み土のう工法
の実動訓練を実施。

引き
続き
毎年
実施

「阿賀町水防訓練」に
参加（6/18　3名）

H29年
度から
実施

・水防活動の担い手と
なる水防団員の募集を
促進する。

引き
続き
毎年
実施

・広報誌やホームペー
ジで水防協力団体を募
るページを作成し、募
集を実施

H28年
度
から実
施

・広報誌やホームペー
ジで水防協力団体を募
るページを作成し、募
集を実施

・市内参加企業による
団員の優遇措置

引続
き毎
年実
施

引き
続き
実施

・水防活動の担い手と
なる水防団員の募集を
促進する。

引き
続き
毎年
実施

・各種イベント等あらゆ
る機会をとらえ、消防
団員の入団促進活動
を実施している。

引き
続き
実施

市広報紙（H30.3月号）
に団員(兼消防団員)募
集を実施。市HPへ団
員・協力事業所の募集
を行った。

引き
続き
実施

広報・HP、地元消防団
を通じ募集中。

引き
続き
実施

広報、ポスター、町
ホームページで消防団
員を募集した。

引き
続き
毎年
実施

④水防活動
の担い手とな
る水防協力
団体の募集・
指定を促進

①水防団等
への連絡体
制の確認と
首長も参加し
た実践的な
情報伝達訓
練の実施

N
引き続き
毎年実

施

㉑

㉒

⑲

⑳

引き続き
実施

O,Q

P,Q

L,M
N

引き続き
毎年実

施

【H29.5.28】新潟市北区
高森で阿賀野川河川
事務所、沿川自治体職
員と合同で災害対策車
両の訓練など、管内関
係機関と合同で水防訓
練に参加（新潟、新津）
【H29.6.4】阿賀野市で
阿賀野市主催の水防
訓練に参加（新発田）
【H29.6.4】五泉市で五
泉市主催の水防訓練
に参加（新津）
【H29.6.18】阿賀町で阿
賀町主催の水防訓練
に参加（津川）

②自治体関
係機関や水
防団が参加
した洪水に
対するリスク
の高い箇所
の合同巡視
の実施

情報伝達訓練の実
施・参加・支援

出水時連絡体制の
確認

③毎年、関
係機関が連
携した水防
実働訓練等
を実施

水防団員の募集促
進

出水期前の水防訓
練の実施・参加・支
援

重要水防箇所の合
同巡視

引き続き
毎年実

施
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

・堤防が著しく低いJR
羽越本線橋梁右岸部
の水防に関して、毎
年、関係機関等等との
連絡体制の確認
・タイムライン作成に必
要な水位情報等の提
供

H28年
度から
実施

・JR羽越本線橋梁右岸
部の水防活動手順・時
間を再確認し、タイムラ
インを整備する。

H28年
度から
実施

JR・阿賀野市と現地で
連絡体制を確認

引き
続き
実施

河川管理者、ＪＲ、市
（消防本部、消防団、
危機管理課）による現
地での確認。

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

 県職員が参加 引き
続き
実施

水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

引き
続き
実施

引き
続き
実施

未参加
今後参加を検討。

引き
続き
実施

・復旧活動の拠点等配
置計画を検討

H28年
度から
検討

・復旧活動の拠点等配
置計画を検討

H28年
度から
実施

検討中【H29.12現在】 引き
続き
実施

【H29.12現在】検討中
（河管課）

引き
続き
実施

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組
・要配慮者利用施設に
よる避難確保計画等の
作成を行おうとする際
の技術的な助言を行う

引き
続き
実施

・要配慮者利用施設に
よる避難確保計画等の
作成を行おうとする際
の技術的な助言を行う

引き
続き
実施

・要配慮者利用施設に
ついて、説明会の実施
やお知らせの送付など
により避難計画策定の
推進を行う。

H28年
度から
実施

・想定最大規模での浸
水深により避難計画の
見直し整理

H28年
度から
順次
実施

・要配慮者施設におけ
る避難計画策定の推
進を行う。

H28年
度から
実施

・要配慮者利用施設に
おける計画策定の推進
を行う。

H28年
度から
実施

検討中【H29.12現在】 引き
続き
実施

【H29.12現在】
・要配慮者利用施設向
け啓発チラシを作成・
配布
・要配慮者利用施設管
理者へ説明会を実施
【新潟市内】
（河管課）

引き
続き
実施

・福祉部と役割等につ
いて調整中。
・対象施設をＬ２に照ら
し合わせ抽出中。

実施
中

ハザードマップ作成に
併せて整理中。
相談を受けた施設には
対応済。

引き
続き
実施

・要配慮者利用施設に
対し必要な情報提供を
行い、避難計画策定を
促す。

引き
続き
実施

相談を受けた施設は対
応済み。引き続き計画
策定を促す。

引き
続き
実施

・要配慮者施設におい
て策定している避難計
画の対象災害の中に
水害も位置づけ、避難
訓練等を支援

H28年
度
から順
次
実施
引き
続き
実施

・大規模工場等への浸
水リスクの説明や水害
対策など技術的な助言
を う

引き
続き
実施

・大規模工場へ浸水リ
スクの説明や水害対策
等の啓発活動を行う。

H28年
度から
実施

検討中【H29.12現在】 引き
続き
実施

・避難計画作成時の支
援

引き
続き
実施

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

P
引き続き

実施

⑦大規模災
害時の復旧
活動の拠点
等配置計画
の検討を実
施

②大規模工
場等への浸
水リスクの説
明と水害対
策等の啓発
活動

H28年度
から実施

I

①要配慮者
利用施設に
よる避難確
保計画の作
成に向けた
支援を実施

K
H28年度
から順次

実施

H28年度
から検討

R

浸水リスクの説明・
水害対策等の啓発
活動

要配慮者利用施設
における避難訓練の
支援

避難計画策定の推
進

復旧活動の拠点等
配置計画の検討

タイムラインの整備・
支援

⑤洪水に対
するリスクが
特に高いＪＲ
羽越本線橋
梁右岸部の
水防活動に
着目したタイ
ムラインの整
備

⑥国・県・自
治体職員等
を対象に、水
防技術講習
会を実施

U H28年度

水防技術講習会へ
の参加
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：平成29年12月段階の取組状況（進捗）※随時更新する。

（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

北陸地整 新潟県 新潟地方気象台 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町 東北電力株式会社
減災のための取組方針

（概ね５年間）

２．ソフト対策の主な取組　③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化
■救援・救助活動の効率化に関する取組

・広域支援拠点等の検
討支援

H28年
度
から検
討

・広域支援拠点等の検
討支援

H28年
度
から実
施

新たな浸水想定区域
に対応した人員や物資
の輸送・供給計画の見
直しを検討

新潟
県から
の情
報提
供後

検

・広域支援拠点等の配
置等を検討

H29年
度から
検討

・広域支援拠点等の配
置等を検討

H28年
度
から検
討

・広域支援拠点等の配
置等を検討

H28年
度
から検
討

検討を実施 引き
続き
実施

【H29.12現在】検討中
（河管課）

引き
続き
実施

検討中 ・
H30.3
洪水
ハ
ザード
マップ
完成
予定

検討中 引き
続き
検討

検討中【H30.5現在】 引き
続き
検討

検討中 引き
続き
実施

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施
・排水機場、樋門、排
水路等の情報を踏まえ
排水ポンプ車の適切な
配置計画などを検討

H28年
度から
検討

・排水ポンプ車に関す
る以下の情報の確認
及び情報共有
①排水ポンプ車想定箇
所リスト
②浸水常習箇所リスト
③排水ポンプ車想定箇
所カルテ
④排水ポンプ車想定箇
所図

引き
続き
毎年
実施

・排水施設等の情報を
確認・共有し、排水ポン
プの設置箇所の選定

H29年
度から
検討

・排水施設等の情報を
確認・共有し、排水ポン
プの設置箇所の選定

H29年
度から
検討

・排水施設等の情報を
確認・共有し、排水ポン
プの設置箇所の選定

H29年
度から
検討

・排水ポンプの設置箇
所の選定

H28年
度から
検討

L1・R1ブロックの排水
計画(案)の検討を実施

引き
続き
実施

【H30.5】情報確認を実
施（新発田、新潟、新
津、津川）

引き
続き
実施

検討中 引き
続き
実施

古川排水対策訓練の
結果を踏まえ、樋門付
近へ排水ポンプ設置の
方向で検討中。

引き
続き
検討

検討中【H30.5現在】 引き
続き
検討

検討しているが、内水
排除の必要な樋門を
選定し排水ポンプ設置
応援業者を選定した。

引き
続き
実施

・毎年、出水期前に県・
市・町と連携して連絡
体制の整備を行い、情
報共有を図る。

引き
続き
毎年
実施

・連絡体制の確認 引き
続き
毎年
実施

・排水ポンプ車出動要
請の連絡体制の確認
を行う。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と連携を
図り、連絡体制の整備
を行い毎年確認する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と連携を
図り、連絡体制の整備
を行い毎年確認する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と連携を
図り、連絡体制の整備
を行い毎年確認する。

引き
続き
毎年
実施

【H29.11.10】古川樋門
で新潟県、阿賀野市と
共同で災害対策車両
の訓練を実施。

引き
続き
毎年
実施

【H29.4.19】整備局へ連
絡体制の確認及び実
働訓練の協力依頼（河
管課）
【H30.5.22】阿賀野川河
川事務所、阿賀町職員
と合同で重要箇所、要
請時の排水ポンプ車の
配置箇所確認（津川）

引き
続き
毎年
実施・
参加

河川管理者と合同で訓
練に参加するよう調整
を図る。

引き
続き
毎年
実施

【H29.11.10】
古川排水対策訓練を
国・県・市の合同で実
施

引き
続き
毎年
実施

・排水ポンプ車出動要
請の連絡体制の整備。
・【H30.5】排水ポンプ車
配備訓練の実施。

引き
続き
毎年
実施

新潟県作成の平成２９
年度版災害対応マニュ
アルで確認した。

引き
続き
毎年
実施

・実践的な操作訓練や
排水計画に基づく排水
訓練の検討及び実施

H28年
度から
実施

・排水ポンプ車の実働
訓練の実施

引き
続き
毎年
実施

・水防訓練と合同で実
施
・河川管理者が行う定
期的な操作訓練に参
加を検討

H29年
度から
実施

・水防訓練と合同で実
施を検討
・河川管理者が行う定
期的な操作訓練に参
加

H28年
度
から実
施

・水防訓練と合同で実
施を検討
・河川管理者が行う定
期的な操作訓練に参
加

H29年
度
から実
施

・水防訓練と合同で実
施を検討
・河川管理者が行う定
期的な操作訓練に参
加

引き
続き
毎年
実施

・水防実働訓練への参
加(阿賀町）

H29年
度から
実施

【H29.11.10】古川樋門
で新潟県、阿賀野市と
共同で災害対策車両
の訓練を実施。

引き
続き
毎年
実施

【H29.11.10】阿賀野市
で阿賀野川河川事務
所、阿賀野市と排水ポ
ンプ車の実働訓練に参
加（新発田）

引き
続き
実施

河川管理者と合同で訓
練に参加するよう調整
を図る。

引き
続き
毎年
実施

【H29.11.10】
古川排水対策訓練を
国・県・市の合同で実
施

引き
続き
実施

【H30.5】排水ポンプ車
配備訓練の実施。

引き
続き
毎年
実施

【H29.6.18】消防団を中
心とした水防実働訓練
を実施。

引き
続き
実施

「阿賀町水防訓練」に
参加（6/18　3名）

H29年
度から
実施

㉚

㉛

㉘

㉙

①大規模災
害時の救援・
救助活動等
支援のため
の拠点等配
置計画の検
討を実施

①大規模水
害を想定した
阿賀野川排
水計画（案）
の検討を実
施

②排水ポン
プ車の出動
要請の連絡
体制等を整
備

③関係機関
が連携した
排水実働訓
練の実施

U
順次実

施

T

S,T

引き続き
毎年実

施

H28年度
から検討

H28年度
から検討

E,S

排水実働訓練・水防
管理団体が行う水防
訓練への参加

出水時連絡体制の
確認・整備

排水計画の検討

広域支援拠点等の
検討・支援
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